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令和７年９月１日（月曜日） 

 

 

議事日程第２号 

 令和７年９月１日（月曜日） 

    開   議   午前10時 

 第１ 一般質問 

     質 問 

     応 答 

    散   会 
 

 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 一般質問 

  １．伊 藤   励 議員 

⑴ 大雨による水害への対応・対策について 

① 市民が、道路破損や土砂崩れ等を大館市公式ＬＩＮＥから写真や位置情報で通報

できる仕組みを導入すべきと考えるが、市長の考えを伺う 

② 止水板設置費用を補助する制度が他市で導入されている。本市においても同様の

仕組みを整え、浸水被害の防止・軽減を図るべきと考えるが、市長の考えを伺う 

⑵ 扇田病院の機能存続について 

・ 扇田病院が担う在宅医療や療養病棟の役割は大きく、患者や家族に安心を与えて

いる。今後の高齢化を見据え、病院機能をどのように維持・存続させていくのか、

病院事業管理者の考えを伺う 

  ２．相 馬 ヱミ子 議員 

⑴ 街路樹の剪定と長木川の桜の管理について 

① 町内会等で街路樹の一部区間を剪定してもらうなど、道路の里親制度を進めては 

どうか 

② 長木川の桜を名所にするため、桜の木の点検をしてはどうか 

⑵ 観光拠点としての秋田犬の里の今後の運営について 

① 維持管理について 

② 市の観光拠点として飲食（きりたんぽ）を提供し、秋田犬ときりたんぽを一堂に

ＰＲしてはどうか 

⑶ 災害への備えとしての地域防災計画の更新について 

① 本市の災害への備えはどのようになっているか 
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② 既存のインフラを活用し、本市の防災計画を更新すべき 

  ３．伊 藤 深 雪 議員 

⑴ 家庭ごみの収集ルールの見直しについて 

・ 収集ルールの緩和を図るべき 

⑵ ＬＩＮＥ公式アカウントの今後の運用と道路通報機能の追加について 

① ＬＩＮＥ公式アカウントの今後の運用拡大について 

② ＬＩＮＥによる道路通報機能を追加し、迅速な対応が可能となるようにするべき 

  ４．田 村 儀 光 議員 

⑴ 経歴詐称疑惑について 

 ・ 選挙の際のリーフレットの内容について時系列に疑義がある 

⑵ スタートアップ事業について 

・ 進捗状況は 

  ５．佐々木 公 司 議員 

⑴ 奥秋田サスティナブルツーリズムプロジェクトについて 

・ 本市の取組状況は 

⑵ 熊対策について 

  ① 小・中学校の二学期が始まったが、児童・生徒の登下校への対応は 

  ② 害獣忌避剤や熊スプレーの活用の仕方について 

 ⑶ 記録的大雨等の対応策について 

・ 土砂崩れや増水による浸水、氾濫など災害への対応は万全か 

  ⑷ 危険な暑さへの対応について 

 ① 熱中症対策の徹底を 

 ② 熱中症警戒アラート時の市民への対応は 

⑸ 台湾トップセールスについて 

   ・ 本市における今後の取組の計画は 

 ⑹ 婚活ガイドについて 

  ・ 出会いを応援する県のプロジェクトについて、本市の取組は 

 ⑺ 男女共同参画の視点から見た魅力ある地域づくりについて 

・ 令和６年度は仕事と健康の両立、令和７年度は魅力ある地域づくりとなっている

が、本市の取組は 

 ⑻ 「温泉で元気に、温泉を元気に！」で大滝温泉再生への取組を 

・ 環境省、内閣府、総務省、経済産業省、観光庁の後援で実施した地方活性化プロ

ジェクト温泉総選挙への大滝温泉のエントリーの可能性は 

  ６．佐 藤 芳 忠 議員 
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・ ６万４千人の市民の命は12億５千万円の市費で守られています。総合病院は赤字を

理由に扇田病院の廃止を考えていますが、赤字は総合病院も同じです。市民の命を守

るために、今までどおり市が２つの市立病院の赤字を補塡すれば、扇田病院と総合病

院はこれからも市民の命を守り続けることができます。市立病院の最高責任者である

石田健佑市長のお考えをお聞かせください 

・ 市立病院と地域包括ケアシステムについて 

７．花 岡 有 一 議員 

⑴ 記録的大雨の被害について 

① 本市の被害の実態はどうなっているのか 

② 被害への対応と支援策は 

 ⑵ 健康への影響が心配される有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）について 

・ 全国34か所の下水処理場の全ての下水汚泥からＰＦＡＳが検出されている。本市

では検査しているか。また、下水汚泥を肥料や土壌改良に利用しているか 

⑶ 市のコンピューター網の安全性の確保について 

 ・ サイバー攻撃などで被害を受けている企業や自治体があるが、安全性は大丈夫か 

 

 

出席議員（24名） 

 １番  吉 田 勇一郎   ２番  菅 原 喜 博   ３番  田 中 耕太郎 

 ４番  花 岡 有 一   ５番  藤 原   明   ７番  秋 元 貞 一 

 ８番  佐々木 公 司   ９番  武 田   晋   10番  今 泉 まき子 

 11番  伊 藤 深 雪   12番  小 畑 新 一   13番  佐 藤 和 幸 

 14番  金 谷 真 弓   15番  明 石 宏 康   16番  栁 館   晃 

 18番  田 村 儀 光   19番  石 垣 博 隆   20番  伊 藤   励 

21番  工 藤 賢 一   22番  花 田   強   23番  岩 本 裕 司 

24番  相 馬 ヱミ子   25番  吉 原   正   26番  佐 藤 芳 忠 

 

 

欠席議員（２名） 

               ６番  伊 藤   毅   17番  田 村 秀 雄 
 

 

説明のため出席した者 

 市 長  石 田 健 佑    副 市 長  北 林 武 彦 

 理 事  日 景 浩 樹    総 務 部 長  伊 藤 良 晋 

 総 務 課 長  佐々木 みゆき    財 政 課 長  石戸谷 議 親 

 市  民  部  長  阿 部 精 範    福  祉  部  長  川 田 博 之 
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 産  業  部  長  大 森 泰 彦    観光交流スポーツ部長  小八木   歩 

 建  設  部  長  本 多 利 明    会 計 管 理 者  佐 藤   税 

 病 院 事 業 管 理 者  𠮷 原 秀 一    市立総合病院事務局長  田 畑 素 保 

 消 防 長  虻 川 茂 樹    教   育   長  長 岐 公 二 

 教  育  次  長  若 松 健 寿    選挙管理委員会事務局長  佐々木 信 成 

 農業委員会事務局長  渡 辺 孝 義    監査委員事務局長  松 山 真樹子 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  乳 井 浩 吉    次 長  金   一 智 

 係 長  萬 田 文 英    主 査  大 高 尚 吾 

 主 査  古 川   涼    主 任  阿 部 孔 達 
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午前10時00分  開  議 

○議長（藤原 明） 出席議員は定足数に達しております。 

よって、これより本日の会議を開きます。 

本日の議事は、日程第２号をもって進めます。 

 
 

日程第１ 一般質問 

○議長（藤原 明） 日程第１、一般質問を行います。 

一般質問の通告者は13人であります。 

 質問の順序は議長において指名いたします。 

 質問時間は再質問を入れて１人40分以内であり、制限時間10分前に予鈴１つ、５分前に予鈴

２つをもってお知らせいたします。 

 なお、再質問から一問一答方式で行われる方は、再質問の冒頭、質問席において申出をした

上で、同一議題ごとにまとめて行うよう申し上げます。また、同一議題についての質問は再々

質問までとなりますのでお願いいたします。 

 さらに、ここで傍聴人に申し上げます。傍聴人が議事について拍手などで可否を表明したり

みだりに騒ぎ立てたりする行為は、議場の秩序を乱し会議の妨げとなるため禁止されておりま

す。御留意いただきますようお願いいたします。 
 

 

○議長（藤原 明） 最初に、伊藤励議員の一般質問を許します。 

〔20番 伊藤 励議員 登壇〕（拍手） 

○20番（伊藤 励） 皆さんおはようございます。市民の風の伊藤励です。昨年９月に当選し

てから１年がたちました。初心を忘れず、市民の皆さんの声を胸に発言してまいります。それ

では、通告に従い一般質問をさせていただきます。 

大項目１点目、大雨による水害への対応・対策について。８月19日からの記録的な大雨によ

り被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。市内各地で住家の浸水、車庫や玄関先

への泥水の流入、さらには土砂崩れなどの水害が発生しました。私は水害が想定される町内を

巡回し、現場で住民の方々から直接お話を伺いました。平成25年の花輪線の大雨より被害が大

きいとの声や、当時と同じ対策をしたという声がありました。こうした現場を回る中で不安を

どのように取り除き対策へとつなげるのか、２つの改善の余地があると感じました。小項目１

点目、公式ＬＩＮＥを活用した通報体制について。今回の大雨により、東たつみ町内の住宅の

裏山で土砂崩れが発生しました。被害に遭われた住民は朝８時半に担当課へ電話をかけました

が、ほかの水害対応に追われすぐに現地へ向かえない状況でした。到着後は土木課や危機管理

課、消防隊員が迅速に対応してくださいました。現在の電話通報は音声のみで場所や被害の程
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度が伝わりにくく、通報件数が集中すると職員が電話対応に追われるという事態になりました。

一方で、公式ＬＩＮＥを活用した通報体制を導入すれば、日時や曜日に関係なく住民がいつで

も通報可能、写真や位置情報により被害状況を正確に伝えられる、ＡＩ応答やデータ共有によ

り職員は電話対応より現場対応に専念できる、被害の大きさや場所を即座に把握し対応の優先

順位づけが可能、住民にとっても通報したのに待たされている不安を軽減できるというメリッ

トがあります。実際に東京都板橋区ではＬＩＮＥ通報メニューを導入し、僅か３か月で200件

以上の通報があり、迅速な対応と電話件数の削減につながっています。板橋区の職員からもと

ても便利だという話を伺いました。本市でも同様の仕組みを整備し、市民と行政が協力して災

害対応を強化すべきと考えますが、いかがでしょうか。小項目２点目、止水板設置補助制度の

導入について。今回の大雨では低い土地の地域で用水路や側溝から水があふれ、玄関先や車庫

に浸水する被害が発生し、住民は泥をかき出す作業に追われました。住民の方々は土のう袋や

水を入れたごみ袋で対応しましたが、非常に重く、高齢者や単身世帯にとって大きな負担と

なっています。人口約７万3,000人の埼玉県桶川市では、止水板設置費用を補助する制度を設

けています。（資料をモニターに表示）こちらが実際に設置された止水板の例です。建物の入

り口や倉庫前に設置し、豪雨時の浸水を防ぎます。工事を伴って常設する固定タイプのほか、

このように必要なときに取り付ける簡易的なものがあります。（資料をモニターに表示）こち

らは住宅の駐車場に設置した例です。使った後の片づけも容易であり、重さは土のう袋より軽

く様々な形があります。このような止水板は全国各地で補助制度が導入されております。気候

変動による豪雨災害が増える中、市民の日頃からの備えへの有効な支援策として定着しつつあ

り、本市でも制度を導入することで住民の備えを支援し、浸水防止と安心の確保につながると

考えます。小項目１点目の公式ＬＩＮＥを活用した通報体制の整備と小項目２点目の止水板設

置補助制度の導入の２点を組み合わせることで、住民の不安を軽減し防災力を底上げできると

考えますが、市長の考えをお聞かせください。 

大項目２点目、扇田病院の機能存続について。全国の自治体病院で構成される自治体病院協

議会が本年７月に公表した2024年度の経営状況調査の途中経過により、全国の自治体病院の

85％が経常収支赤字、医業収支に至っては95％が赤字という極めて厳しい状況にあることが明

らかになりました。全国の約９割の自治体病院が赤字経営という異常事態にあります。本市に

おきましても総合病院と扇田病院による病院事業の経営状況は深刻であり、昨年３月に策定さ

れた大館市病院事業経営強化プランの全面的な見直しを迫られていることは、６月定例会でも

議論されたところであります。コロナ禍以降、医療機関の経営状況は全国的に悪化しており、

その主な要因は人件費の高騰や物価上昇など、社会全体にあると考えられます。現在、経営状

況の悪化を理由に扇田病院の存続について再検討が進められていると理解しておりますが、こ

うした社会的要因も十分に踏まえる必要があります。県北医療圏、特に本市において、扇田病

院が果たしている役割は極めて大きいものがあります。外来診療や訪問診療、訪問看護といっ
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た在宅医療、さらに入所困難な要介護高齢者を受け入れる地域包括ケア病棟や療養病棟の機能

は、市民から高く評価されています。将来的な高齢化の進行を考えれば、これらの需要はむし

ろ一層増加することが予想されます。広域な本市において、このような扇田病院の機能を縮

小・除外して市民の医療不安を取り除くことは本当に可能なのでしょうか。この問いは高齢者

世帯だけに限られたものではありません。私と同世代のお母様方から、家族が扇田病院にお世

話になっている、存続は切実な願いであるとの声を多く頂いております。私自身も市民の一人

として、扇田病院の存在意義を強く実感する出来事が１か月ほど前にありました。高齢の祖母

が体調を崩し、突然入院することになった際に受け入れてくださったのが扇田病院でした。昨

年までの集団健診やがん検診でも問題なく、家族にとっては大きな衝撃でした。医師や看護師

の皆様の温かい対応に支えられ、不安な中にも安心感を持つことができました。祖母は母親代

わりとして私を育ててくれた存在であり、最も長く一緒に過ごしてきた家族です。東京で働い

ていた頃から帰郷するたびに共に過ごし、Ａターンしてからはお祭りに一緒に参加するなど、

何気ない日常を共に過ごしてきました。その祖母が地元で安心して過ごせる場所があることは、

家族にとって何よりの救いでした。医療従事者である妹からも、こうして地域で受け入れてく

れる病院はほかにはなく、大館市の強みだと聞いております。また、祖母は面会の際に、扇田

病院は本当にいい病院だ、先生も看護師も優しいと繰り返し語っており、患者・家族の満足度

という観点からも扇田病院の価値を実感しているところです。このように扇田病院は医療の担

い手としてだけではなく、市民に安心を与える場として大きな役割を果たしています。市民の

命と暮らしを守る医療体制をどのように確保していくのか、扇田病院の機能をどのように存

続・維持していくのか、改めて病院事業管理者の考えをお伺いします。 

私からの質問は以上となります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

〔20番 伊藤 励議員 質問席へ〕 

〔石田健佑市長 登壇〕 

○市長（石田健佑） ただいまの伊藤励議員の御質問にお答えいたします。 

大項目１点目、小項目の１点目についてであります。道路の穴や路肩、のり面の崩壊など、

市道の損傷を発見した場合には市への電話やメールによる通報のほか、国土交通省が運用する

全国共通の道路緊急ダイヤルからも情報を頂いております。この道路緊急ダイヤルは、昨年３

月からＬＩＮＥアプリを活用した運用が始まっております。国道・県道・市道の区別なく、全

国の道路を対象に24時間通報を受け付けており、市道に関する通報があった場合には通報の内

容が本市へと届く仕組みとなっております。一方、ＬＩＮＥ版道路緊急ダイヤルや伊藤議員御

紹介の板橋区のＬＩＮＥ通報のいずれにも、緊急性が高い場合には電話で通報するよう注意書

きがあるように、災害発生時などの緊急連絡は現時点では電話がメインになると考えておりま

す。まずは現在利用可能な国土交通省のＬＩＮＥ通報を活用し、道路や河川の巡視を含む道路

等包括管理業務を進め異常の早期発見と補修に努めるとともに、市公式ＬＩＮＥへの通報シス
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テムの導入につきましては、現在登録者も増えてきておりますのでユーザーのニーズを把握し

た上で検討を進めてまいりたいと考えております。国交省のＬＩＮＥ通報システムを知らない

という方もいると存じますので、我々としてはこの国交省のＬＩＮＥ通報システムについても

周知に努めてまいりたいと考えております。小項目の２点目についてであります。近年、局地

的な大雨や線状降水帯の発生が増加しており、本市においても河川の氾濫だけではなく、雨水

を排水しきれずに市街地にあふれる内水氾濫のリスクが高まっております。このため、市では

河川や水路の管理者と連携した点検を行い、排水に支障がある堆積物を速やかに除去するなど

の対策を講じております。内水氾濫については、現在、内水浸水想定区域図の作成を進めてお

り、来年度に更新作業に当たるハザードマップへも反映することとしております。止水板につ

きましては、主に家屋や店舗等が密集し道路の浸水が被害に直結する都市部の自治体において

設置への補助を実施している例があります。この止水板については非常に重かったり大きかっ

たりするものが多く、また大館市には出入口が複数ある場合や、凸凹した地形が非常に多いと

いう現状もあります。伊藤議員に写真で見せていただいたとおり、きれいにコンクリートを回

して１か所だけ塞げばいいという家屋であれば有効性は高いものと思いますが、土のうや水を

入れて土のうの代わりにする水のうもあります。本市においては、あとは場所によってこの止

水板とそれぞれ使い分けて組み合わせていくということが最も重要ではないかと考えておりま

す。道路や排水設備など止水板の設置環境が異なる本市での補助制度については、内水浸水想

定区域図や地形、家屋の構造などを踏まえ、設置が有効な箇所がどの程度あるかなどを検証の

上、効果的であると判断した場合には制度導入の検討を進めたいと考えております。 

大項目２点目については、𠮷原病院事業管理者からお答えを申し上げます。 

以上であります。よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○病院事業管理者（𠮷原秀一） それでは、伊藤励議員の大項目２点目の質問にお答えしたい

と思います。議員がおっしゃるように、確かにここ数年病院の経営状態は非常に厳しいものが

あります。人件費の増加や物価高騰でそれぞれ５％ずつ上がっており、トータルで10％近いで

す。一方、それに対する診療報酬は0.88％しか上がっていないです。当然赤字で、今日本の自

治体病院の94％が赤字に陥っており、それに伴って各地で多くの病院が倒れております。医療

崩壊が起きている地域もあると聞きます。ただ、今年６月18日の政府の骨太の方針で、この物

価高・人件費高に対する手当をして医療を守っていきましょうという方針が出されました。で

すから、これに関しては来年の春の診療報酬改定に大きな期待を寄せているところであります。

ただ、それでも両病院を合わせて約10％の資金不足比率があります。資金不足比率というのは

病院の経営に一番大事なのですが、どういうことかというと、いろいろな現金を入れたり出し

たりして、そのお金がどれだけ足りなくなるかということです。キャッシュフローと言うので

すが、例えば民間企業であればこれが１円でもあれば即倒産です。今、両病院合わせて10％あ

ります。国の指針では、10％ある病院は要注意です。ではなぜ10％あっても倒産しないのかと
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いうと、その10％分を市から一時的にお借りしている。そういうことでまだ存続しているので

すけれども、これが20％になると国から強い指導が来ます。具体的には、もう経営をあなたに

は任せられません、国が管理することにしますというふうになります。こうなると、買いたい

ものを買えない、やりたいこともできないということになって非常に困るのですけれども、そ

ういう状況が目の前にある状態です。そういう経営状態の中でも、やはり市民の命を守るため

には、赤字であってもやらなければいけないことがいっぱいあるのです。そういうことで経営

強化プランとはかなり違う状況になってきましたので、今回はそれを修正するという方針にな

りました。さて、扇田病院について、おばあ様が入って非常によかったということですけれど

も、地域の現状を見ると、実は大館は高齢者が非常に増えています。高齢者の入院もどんどん

増えています。これは日本ではなかなか参考にできるところはないのですけれども、それに

伴ってこれまでは総合病院が急性期、扇田病院が回復期・慢性期と、それぞれ機能を分け合っ

て運営してきました。今言ったように高齢者が増えてくると、急性期で入院する方もかなり慢

性期の病気を持っているのです。急性期の病気を治しても慢性期の状態が残っているのです。

それでなかなか退院が進まないなど非常に困ることがあったので、今総合病院では急性期とい

えども回復期などを中心に力を入れています。例えば去年からは在宅もやっています。ですか

ら、急性期だけを診るのではなく全体を診ることができるような病院。そうすると効率が悪く

なるのです。国は急性期は急性期だけに専念しなさい、慢性期は慢性期だけに専念しなさい、

介護は介護だけに専念しなさいと言っているのですけれども、地域の実情を見るとそうはいき

ませんので、総合病院は今は急性期以外の機能もどんどんつけるようにしています。ですから、

もし今度入院するのであればぜひ総合病院にしてください。もっと安心できます。というのは、

慢性期ではできない何かあったときの専門医が全部そろっています。360度全てに対応できる

ような病院になっていますので、ぜひ今度は総合病院に入院していただければもっと満足度が

上がると思うのです。そうは言っても、残念ながら慢性期はございません。ですからその慢性

期に対しては、今連携法人を通じて市内外の地域の病院と連携しております。そういう連携法

人を通じてあたかも一つの病院のように機能するように策定していますので、ぜひその辺も期

待していただければと思います。実は病院だけではなく介護も大事なのです。介護とも連携し

ます。その先にあるのは生活なのです。その生活支援とも総合病院が関わっていきたいと思っ

ています。そういうことをすると国の方針とは随分離れるのですけれども、地域の実情を見る

とそうせざるを得ないのではないかと思っております。ということで、今機能をいろいろと考

えています。もちろん扇田病院も今の機能を継続してやっていければいいなと思いますけれど

も、一番困っているのは扇田病院の古い建物です。あれがいつ駄目になるかというのが非常に

悩みの種です。幸いここ数年は何とか逐次的な補修やその他でもっていますが、何せ大きな問

題が控えていますので、今後はその辺のことも考慮して医療政策を行っていきたいと思ってい

ます。何とぞ御理解のほど、よろしくお願いいたします。以上です。 
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○20番（伊藤 励） 議長、20番。 

○議長（藤原 明） 20番。 

○20番（伊藤 励） ありがとうございます。一問一答です。まず大項目１点目、小項目１点

目です。国交省のＬＩＮＥシステムがあるのを正直僕は知りませんでした。多分知らない方が

たくさんいると思うので、市長がおっしゃるように周知をお願いします。公式ＬＩＮＥのメ

ニューも本市と板橋区は同じ会社を使っているみたいですけれども、ＬＩＮＥメニューは結構

簡単に増やせると板橋区の職員の方もおっしゃっていたので、例えば国交省のＬＩＮＥにリン

クでつながる、電話とかですぐにそちらに行けるようなメニューを１つ増やしてもいいのかな

と思います。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 

○市長（石田健佑） ただいまの伊藤励議員の再質問にお答えいたします。ＬＩＮＥのシステ

ムについてでありますけれども、現在ＬＩＮＥ登録者は4,000人を目前にしております。まず

はこの方々のユーザー情報をもう一回確認しながら、適宜機能拡充の検討を進めていく。もう

１つは、既に国交省が窓口になって国道・県道・市道の全てを対象としてＬＩＮＥで受け付け

ておりますので、そこの連携を強化していく。その連携の部分においても、我々のＬＩＮＥと

リンクすることがもし可能であれば検討を進めていきたいと思います。以上であります。 

○20番（伊藤 励） 議長、20番。 

○議長（藤原 明） 20番。 

○20番（伊藤 励） ありがとうございます。もし可能であれば連携してくださるということ

で、公式ＬＩＮＥは現在約3,900人なのですけれども、板橋区の職員の方にも聞いたところ、

やはり便利でＳＮＳで一番伸びる。本市だと今はエックスが6,000人以上いますが、これより

伸びるのではないかと私は推測しておりますので、ぜひもっと便利になるように石田市長の力

でどうかよろしくお願いいたします。 

小項目２点目に移ります。止水板の設置補助制度についても、ハザードマップとかをもう一

回見直して、止水板を使うことによって災害を防げる、減災できる場所があるのなら補助制度

の導入を検討すると。石田市長も市長当選前に池内の住民のところに何度も足を運んでいたと

思うのですけれども、その方からも、40年住んでいるが大館市の対応が何にも変わっていない

と。確かに水害があった後に職員の方がやってくるが、事後になっていて事前にどう支援し対

応するかの議論が全然されていないので、そこをすごく期待しています。僕の頭の中での止水

板設置補助制度でしたけれども、どうか石田市長の力で事前に防げるようなものを検討してい

ただきたいと思います。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 
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○市長（石田健佑） ただいまの伊藤励議員の再質問にお答えいたします。止水板・土のう・

水のうについては、どうしても全部割と重たいのです。土のう・水のうもサイズはそこそこな

物ですけれども、重量がかなりある。止水板についても結構大きい物だったりします。塀の脇

に自動で出せる電動の物もあるので、そういうものを設置できれば一番いいのでしょうけれど

も、大館の地形を考えるとなかなか全てそういうふうにはいかないという状況にあります。で

すので、ハザードマップの見直しを進めていく中でこうした様々なものの有効性をもう少し検

討して、そうした場所が見つかってくればこの制度の運用というのも進めていきたいと思いま

す。あともう一つ重要な視点は、事前の対策を大事にしたいという話なのですけれども、私が

最も抜けていると思っているのは人の議論です。災害が起きたときに一番最初に動けるのは、

やはり地域の人たちです。例えば町内会の人とか、自主防災組織、あとは地域の消防団の方々

です。今大館市の消防団員は水防団員も兼務している状態になっておりますが、ここも人口減

少とともに成り手が少なくなってきているという状況であります。ですので、地域の人たちが

どうやって初動対応するのかというところが最も重要だと思います。まず地域の方々が地域全

体で災害に向けて初動対応できる体制を取っていく。その次に例えば消防・警察・自衛隊の方。

当然現地に到着するまでのタイムラグがありますので、ここを連携していく。その段階を分け

て考えると、最初の人の対策を地域全体でどうするのかが重要だと思いますので、ここについ

ても消防団員、水防団員の確保を含めて情報発信と仕組みづくりに努めていきたいと思います。

以上であります。 

○20番（伊藤 励） 議長、20番。 

○議長（藤原 明） 20番。 

○20番（伊藤 励） 僕も町内会にいるので、初動とかの連携は本当に大事だと思うのですが、

今回もおのおので避難された方がいると思います。一番大事なのはやはり皆さんの命ですけれ

ども、自分の家や車庫とかをすごく気にして逃げられていないという現状もあるので、そう

いった意味ではやはり止水板とかがあることで逃げられて、家も助かるといった仕組みもでき

るのかなと思います。あとは、先ほど見せた止水板は四角く囲うとプールになるのです。ほか

の自治体だと防災訓練と子供のイベントを掛け合わせるなどしていて、とても面白いものだと

思っています。大館市にはいろいろな企業があるので、これを作れる企業があれば新たな産業

の創出になるのかなというところでも今回提案させていただきましたので、どうか検討のほど

よろしくお願いします。 

大項目２点目になります。僕も民間企業にずっと勤めていて総務とかもやっていたのですご

く分かるのですけれども、𠮷原病院事業管理者の中では、病院を第三セクターみたいな形で今

後考えているのか、そういったところを少しお伺いしたいです。 

○病院事業管理者（𠮷原秀一） 議長。 

○議長（藤原 明） 病院事業管理者。 
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○病院事業管理者（𠮷原秀一） 第三セクターというと普通であれば独立行政法人とか、あと

は民間との連携とかを考えるのですけれども、今一番頼りにしているのは地域医療連携推進法

人です。これは国も推進していまして、かなり使い勝手のいいものなのです。例えばうちとあ

る病院とは職員を融通し合っています。あとは介護施設とも連携していける。ちょっと残念な

のが、連携推進法人には営利企業が入ってはいけないということになっております。その辺は

今、国の連携法人室長にも話しているのですけれども、何とかその辺も連携できると、例えば

薬局やスーパー、デパートとも連携できるのです。そういう形で、この連携推進法人を通じて

生活から医療までの全てを支援できるような形に持っていきたいと思っています。ですので、

民間との連携というよりも連携推進法人を通じた連携を今後さらに進めていきたいと思ってお

ります。以上です。 

○20番（伊藤 励） 議長、20番。 

○議長（藤原 明） 20番。 

○20番（伊藤 励） 最後になりますが、扇田病院の創設の歴史をたどると、明治40年に創設

されて、赤字で困難なところを当時の町長が議会でもんで、赤字と黒字を繰り返して今の扇田

病院が残っている。こういう歴史もありますし、医師不足や医療の担い手がいない、美容外科

とかのほうに医師が流れていっているというのをよくニュースとかで見ます。扇田病院の機能

というのは、働く側としてもすごくやりがいがある機能なのかなと思っています。実際に私の

同級生で、東京の大きい総合病院で10年以上看護師をやられた方が今年戻ってきたいと。やは

り扇田病院みたいな機能のある地方に根づいた病院で働きたいという方もいますので、そうい

う担い手のやりがいがある病院機能を残しながら、ぜひ再建していただきたいと思います。私

からは以上です。ありがとうございました。 

 

 

○議長（藤原 明） 次に、相馬ヱミ子議員の一般質問を許します。 

〔24番 相馬ヱミ子議員 登壇〕（拍手） 

○24番（相馬ヱミ子） 皆さんおはようございます。市民の風の相馬ヱミ子でございます。通

告に従いまして、順次質問したいと思います。質問に入ります前に、石田市長におかれまして

はこのたびの受賞おめでとうございます。世界的経済誌Ｆｏｒｂｅｓの世界を変える30歳未満

の30人にビジネスＴＯＭＵＳＨＩが選出されたと新聞で拝見させていただきました。大館市か

ら世界へ、子供たちに夢と希望を与えてくれるものと大変期待いたしております。それでは質

問に入らせていただきます。 

１点目は、街路樹の剪定と長木川の桜の管理について質問いたします。毎年夏になりますと、

市内では街路樹の剪定作業をしているのをよく見かけますが、そのたびに終わった後の街路樹

を見てがっかりしてしまいます。センスも何もない刈上げを見て、お盆に帰省していた妹にも

何のための街路樹なのかと皮肉を言われました。街路樹は夏場に木陰をつくり人々に潤いと安
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らぎを与えてくれるものではないでしょうか。それを見事に短く切り、枝も葉もない街路樹に

はがっかりしております。このような問題は市の管理する街路樹にとどまらず、例えば県道や

国道などの街路樹などでも同じことが言えると思います。なぜ私がこのような問題を取り上げ

たのかと申しますと、つまりは大館市のまちそのものに対する評価に直結する大事な問題だと

思ったからであります。特に若い人たちは、一度県外に出てほかの町を見ると、大館や秋田県

の景観への配慮が低いことに気づくでしょう。そして帰省するたびに愕然とし、将来戻ってく

るのをやめようかという気持ちを起こさせてしまわないとも限りません。もし財源不足が理由

だとすれば、例えば一部の区間では自分たちで沿線の街路樹の剪定をしてもいいと言ってくだ

さる地域や町内もあるかもしれません。この機会に地域に広く呼びかけて、道路の里親制度を

進めてはどうでしょうか。市長の考えをお聞かせください。次に、長木川の桜の管理について

お伺いいたします。４月になりますと、桂城公園や長木川、長根山などでは桜の花が一斉に咲

きます。特に今年の桜は色がとてもきれいで鮮やかでした。ただ、残念なことに長木川の桜並

木は途切れて並木になっていない箇所が何か所も見受けられます。通るたびに気になっていた

わけですが、当時の市内の小学生たちが一本一本植樹した思い入れのある桜並木であると伺っ

ております。当時の生徒は現在80歳になっているようです。このように、大館市の中心を流れ

る長木川の桜を名所とするためにも、桜の木の点検をしてはどうでしょうか。市長の考えをお

聞かせください。 

２点目として、観光拠点としての秋田犬の里の今後の運営について質問いたします。この質

問につきましてはこれまでも何度か取り上げてきた経緯がありますが、市民の方から新しい市

長の考えを聞いてほしいという声を受けて、指定管理に移行している施設ではありますが取り

上げさせていただきましたのでよろしくお願いします。思えば令和元年５月８日、大館駅前に

待望の秋田犬の里がオープンしました。当時はハチ公物語の映画などでも取り上げられ入場者

が17万人を超えるほどの人気ぶりで、秋田犬の里ができたことで交流人口が増え、それなりの

波及効果が出るものと誰しもが期待していたわけですが、予想とは裏腹に秋田犬の里に対する

市民の評価が意外と低いのには驚かされました。そこで１点目として、秋田犬の里の維持管理

についてお伺いいたします。また、できれば一日の平均入場者数についてもお聞かせください。

先日、お盆で帰省している友人や同級生と会う機会がありましたので、秋田犬の里についての

感想を聞いたところ、意外な声を聞くことができましたので紹介させていただきます。まず、

犬１匹にしては秋田犬の里は建物が大き過ぎる、一度行ったら後は行かなくてもいい、つまら

なかった、犬が休憩中で会えなかった、飲食ができないので二度と行かない、中には秋田犬会

館があるのに同じような施設では税金の無駄遣いではないかという厳しい声もありました。こ

れを参考にしていただければと思います。次に、秋田犬の里での飲食について質問します。あ

の場所での飲食はできないという前市長の答弁を頂いた経緯がありますが、なぜできないので

しょうか、お伺いいたします。また、一度でもきりたんぽ協会と話をしたことがあるのかどう
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か。秋田犬に会って地元のきりたんぽを食べてもらうことで、大館のＰＲにつながると思いま

すが、いかがでしょうか。秋田犬の里での飲食についての市長の考えをお聞かせください。 

次に、災害への備えとしての地域防災計画の更新について質問いたします。今日は偶然にも

防災の日ということですので、よろしくお願いいたします。防災道の駅とは、都道府県の地域

防災計画などに広域的な防災拠点として位置づけられ、2,500平方メートル以上の駐車場があ

り、最寄りの高速道路のインターチェンジまで５キロメートル圏内などを要件として国土交通

省が選定しております。また、国土交通省は選定した道の駅に対し最大５年間、施設の耐震化

や無停電化に要する費用を交付金などで重点的に支援し、地元の防災訓練などのサポートもす

るとしています。また、横手市十文字にある道の駅十文字は、今年５月に災害時に救援活動の

拠点や一時避難所となる防災道の駅に選ばれました。秋田県内では2021年の大仙市の協和に続

いて２か所目で、全国では79か所となっています。また、幹線道路沿いにある道の駅は、近年

災害時の活用も注目されております。各自治体の積極的な活用が求められているようですが、

道の駅のない本市の場合、災害の避難所や備えはどのようになっているのでしょうか、お伺い

いたします。また、防災道の駅は地域防災計画に広域的な防災拠点として位置づけられており

ます。本県の道の駅でも防災機能を充実・強化する傾向があり、道の駅ふたついでは18年の移

転・新築に併せて非常用発電設備などの防災設備や河川防災ステーションを設置し、緊急復旧

用資材や車の格納庫、防災ヘリポートなども備えております。道の駅ふたついは県北地域の総

合的な防災拠点としても期待されているわけですが、だからといって災害への備えがこれで十

分ということではなく、最近では様々な災害はどこの地域でもいきなり起こり得る問題であり

ます。例えば東日本大震災や熊本地震では、道の駅が救援活動や物資供給の拠点、避難場所と

して活用されたのであります。このように、年間を通して様々な災害がどこの地域でも起こり

得るとの認識で、既存のインフラを十分活用し防災計画を更新すべきと思いますが、いかがで

しょうか。市長の考えをお伺いいたします。 

以上で質問を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

〔24番 相馬ヱミ子議員 質問席へ〕 

〔石田健佑市長 登壇〕 

○市長（石田健佑） ただいまの相馬議員の御質問にお答えいたします。 

大項目１点目、小項目１点目及び２点目につきましては、関連がありますので一括してお答

え申し上げます。まず大館市の景観の話をいただきました。大館市でも景観計画を進めている

ところでありますけれども、この中で「大館だなぁ」という景観を目指したいという話をして

おります。都会と同じようなまちづくりを目指すのではなく、大館らしさ、自然や田舎らしさ

を自分たちで見つけて、価値を地域でしっかり見いだしていくことが重要であって、これを

やっていくことで「大館だなぁ」というまちづくりを目指しているところであります。まず長

木川の桜については、議員がおっしゃるとおり十分に手入れができている状況とは言えないと
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私自身も存じております。長木川の桜の管理については、平成25年に設立した桜再生会議を母

体として、樹木医の助言を頂きながらその風景を後世に継承できるように樹勢の回復や保全に

努めております。また、交通の安全やお近くの家屋の迷惑とならないように配慮しながら良好

な景観づくりにも取り組んでおります。桜以外の街路樹につきましても、剪定や除去作業を

行っているほか、道路等包括管理業務による民間事業者の協力も得ながら維持管理を行ってお

ります。相馬議員御紹介の道路の里親制度については、現在市民と協働で路肩の除草や公園の

環境美化活動を実施しておりますので、引き続き桜の手入れも含めて継続的に実施が可能な仕

組みの構築に努めてまいります。 

大項目の２点目、小項目の１点目についてであります。まず、秋田犬の里は現在まだ指定管

理には移行していないのですけれども、秋田犬のふるさと大館ならではの観光交流施設として

令和元年５月にオープンいたしました。昨年12月には来館者100万人を達成し、令和６年度の

１日当たりの平均来館者数は約600人となっており、国内外問わず多くの方々にお越しいただ

いております。本施設につきましては、国内はもとより世界中で利用されている地図アプリの

一つでもあるグーグルマップによる評価が4.1であるなど、高い評価を得ている一方で、一度

行けば満足との市民の声を私も伺っているところであります。私としては、この秋田犬の里だ

けで楽しむという発想から脱却する必要があると考えています。秋田犬の里を観光の入り口と

捉え、市内全域に点在する観光資源や飲食店、これは先ほど議員から御紹介があったとおり、

きりたんぽのお店も含めて、そして宿泊施設を結びつけて周遊型で大館全体にお金が回ってい

く仕組みをつくって、経済効果を発揮する形へと移行していくべきだと考えております。さら

にこの仕組みづくりを我々行政だけでやるのではなくて、民間の力を活用してまさに公民連携

でつくり上げていきたいと考えているところであります。現在令和９年度からの指定管理制度

の導入を目指して、民間事業者から対話を通じて幅広く意見や情報を収集するサウンディング

調査を実施中であり、その内容につきましては所管の常任委員会で御報告させていただきます。

小項目２点目についてであります。施設内の飲食スペースにつきましては、当初の計画段階で

は設置する方向で検討を進めておりましたが、市議会の御意見を尊重し見送った経緯がござい

ます。一方、屋外には多目的広場や芝生広場など活用できる場所もありますので、民間事業者

の皆様から御提案いただきながら、キッチンカーの出店など柔軟に対応しております。秋田犬

の里は本市の観光拠点の１つ、観光の入り口と位置づけており、市内の観光案内に加え、施設

周辺の飲食店の紹介、歴史的風致を巡るまち歩きを促すことで、通過型の観光から宿泊を伴う

滞在型の観光への転換を図り、地域経済の活性化につなげてまいります。 

大項目３点目、小項目１点目及び２点目につきましては、関連がありますので一括してお答

え申し上げます。まず大館市内に道の駅はあるのですけれども、市では災害が発生した際に市

民の生命・身体及び財産を守り被害を最小化し迅速な復旧を図るため、大館市地域防災計画に

基づき初動体制を確立し、情報収集や避難情報の発令、避難所の開設、市民への情報発信など
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を的確に行えるよう万全を期しております。地域防災計画については、令和６年能登半島地震

や近年各地で多発している大雨災害、災害対策基本法の改正や秋田県地域防災計画の修正等を

踏まえた見直しを予定しております。防災道の駅の整備につきましては、まずは整備に向けた

手順や他自治体での取組などを調査・研究してまいります。道の駅についてでありますけれど

も、防災道の駅となると数十億円の資金が必要となることが予想されます。これは市単独で実

現できるような話ではありませんので、ここは国・県との連携が必須となってきます。さらに

道の駅を整備した場合には、造って終わりではなくしっかりと黒字で運営していく必要があり

ます。そのためには民間事業者の協力や地域での合意形成も重要となってまいります。その実

現可能性を調査するために市から道の駅連絡会へ職員の派遣を行っており、先日私も意見交換

させていただき、全国の道の駅の成功事例や集客の事例を御紹介いただきました。今後はこの

可能性を模索しながら、市民や核となる事業者が主体となって取り組める形ができてきたら、

実現に向けて国・県へと要望を進めながら計画をしっかり策定してまいりたいと考えておりま

す。 

以上であります。よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○24番（相馬ヱミ子） 議長、24番。 

○議長（藤原 明） 24番。 

○24番（相馬ヱミ子） 答弁いただきまして、ありがとうございました。何点か再質問させて

いただきたいと思います。 

○議長（藤原 明） 相馬議員、一問一答ですか。 

○24番（相馬ヱミ子） 一問一答です。すみません、よろしくお願いします。 

１点目の街路樹の剪定と長木川の桜の管理でありますけれども、街路樹について、東京から

帰ってきた妹から大館の町は随分ずさんな剪定をしているのだねということを言われて、そう

いえば東中学校の近くの通りでしたけれども、街路樹の枝がもう本当に一つもなく丸坊主に

なっていたのです。色気も何もなくて、これはちょっと気持ちまでもすさんでしまう。街路樹

の木陰を通って散歩するという都会的なセンスがもう少しあってもいいのではないか、何か寂

しいねということも言われましたので、今回あえて取り上げたのです。それと桜につきまして

も、私も長木川の堤防をしょっちゅう通るのですが、木がもうなくなっているところや枝がか

なり傷んでいるところが非常に目につきます。予算がないのかどうなのか、いつも同じ状態な

のです。そうしたら私が今回質問するに当たって、花岡の方から「相馬さん、花岡川も同じで

すよ。桜の枝が傷んで、あれどうするの。いいこと聞いてくれたね。」とわざわざ電話をもら

いました。やはりせっかく桜を植えた市内の貯水池や長木川、花岡川ももちろん、そういうと

ころを一度点検するということも必要ではないかと思うのですけれども、その点について市長

の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○市長（石田健佑） 議長。 
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○議長（藤原 明） 市長。 

○市長（石田健佑） ただいまの相馬議員の再質問にお答えいたします。街路樹と桜について

の御質問ですけれども、まず街路樹の維持管理においては、街路樹が立っている根元の辺りの

道路が割れてしまっているとかということがあります。今後大館市の人口が減少する中、面積

は変わらないわけで、ここの予算が減っていく、維持管理できる事業者も減っていく、どう

やって維持管理するかという中で仕組み化されてきたのが道路等の包括管理業務です。包括的

民間委託という形で大館市全域を３ブロックに分けて、そこを各事業者や事業者で組織する

チームでそれぞれのエリア全体を包括的に整備していくという仕組みを今進めているわけであ

ります。ですので、こうした街路樹の下の道路の整備をどういうふうにしていくのか、街路樹

自体の整備をどのように担っていくのが持続可能な形と言えるのか、こうしたところも今後は

議論の中に盛り込んで、包括的にやるべきなのか、または近隣の町内会等と連携しながら手入

れする仕組みが構築できるのかについても今後はしっかりと議論を進めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。 

○24番（相馬ヱミ子） 議長、24番。 

○議長（藤原 明） 24番。 

○24番（相馬ヱミ子） 前向きな答弁をいただきありがとうございました。地域の町内会とか

も巻き込んで里親制度みたいに進めていければ解決できる問題ではないかと思いますので、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 

次に２点目、秋田犬の里の今後についてということで質問しております。最近は秋田犬の里

の見学者が結構多いということですが、建物は立派で大きいのですけれども、ある意味大き過

ぎたのです。うちの妹いわく、こんなに大きい建物は必要なかったのではないのかとまで言わ

れましたが、そこにたった一匹の犬がいるのです。正直に言いまして、これがまたすごく滑稽

に見えるようです。せっかくのあれだけの建物ですから、あれをフルに活用して、市長も今言

いましたように観光拠点にするような方向で進めていかなければならない。ということは、ま

ずあそこできりたんぽを食べさせる。あそこで物を食べさせるような造りになっていないと言

いますけれども、私はやはり最初からそういうのは頭になかったのだと思います。しかしなが

ら、せっかくあそこに行ってきりたんぽでも食べて犬を見てとなれば、大館市の犬ときりたん

ぽは非常にＰＲにつながるのではないかと思いますが、今後そのような考えはないのか、市長

の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 

○市長（石田健佑） ただいまの相馬議員の再質問にお答えいたします。秋田犬の里に飲食

ブースを設けてはというお話ですけれども、ここについては当初の計画では飲食ブースを設け

る予定であったのですが、そこに飲食ブースを入れるということはほかにも市内に点在してい
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る飲食店の民業圧迫になるのではないかという御意見を尊重させていただいて、飲食ブースを

設けないという最終決定に至ったものであります。私が秋田犬の里の現状を見て今後目指した

い方向性というのは、秋田犬の里に市内全ての観光のものをぎゅっと集めるというのも考え方

の一つとしてはもちろんありますが、そうしてしまうと、秋田犬の里に来て数時間で全てを楽

しんで帰ってしまうのではないかと思います。ですので、そういう意味においては、例えば曲

げわっぱの製作体験ができる場所もありますし、きりたんぽを食べられる場所もありますし、

いろいろな観光資源が大館市内に点在していますので、そこを１日かけて周遊していただいて、

最終的に私が取りたいのは宿泊です。確かに秋田犬の里は現状我々市が負担している財源もも

ちろんありますが、宿泊は一番お金が落ちますので、宿泊がどれだけ取れたかというところも

ＫＰＩとしてしっかり分析する。宿泊で落ちる金額がかけた予算を上回れば、秋田犬の里の価

値というのは十分に市民の皆様にお示ししていけるのではないかと考えております。まず１番

は宿泊で、２番目に地域の飲食店で御飯を食べてもらう、３番目にお土産を買って帰っていた

だく。まずはその入り口として秋田犬の里を機能させたいと考えておりますので、引き続き

様々な御意見を頂戴できればと思います。よろしくお願いいたします。以上であります。 

○24番（相馬ヱミ子） 議長、24番。 

○議長（藤原 明） 24番。 

○24番（相馬ヱミ子） 今答弁いただいて、いろいろな方向で考えているということですけれ

ども、犬ときりたんぽは大館の名物なのです。ですから、私はできればそこの１か所で見て食

べられたらいいなというつもりで今回質問したわけですが、市長の言っていることも分かりま

す。周りの商店のことも考えて、いろいろと近くには曲げわっぱもある、きりたんぽ屋もある

ということを言われておりますが、あれだけの大きな立派な建物がもったいないという声が周

りの市民からも聞こえてきています。そういう関係で今回は質問させていただきましたので、

よろしくお願いします。できれば秋田犬の里でいろいろなイベントを企画して、あの場所を使

う方向でぜひ検討していただければと思います。以上でございます。 

 

 

○議長（藤原 明） 次に、伊藤深雪議員の一般質問を許します。 

〔11番 伊藤深雪議員 登壇〕（拍手） 

○11番（伊藤深雪） 公明党の伊藤深雪です。先ほどもお話がありましたが、今日は防災の日

です。忘れた頃にやってくると言われた災害も、自然災害や道路の陥没事故など、日常の出来

事になっています。一人一人が備えはいいのか、どんな行動をするのかをシミュレーションし、

安心して生活が送れるよう、私自身も意識を高める日にしていきたいと思います。それでは通

告に従って一般質問をさせていただきます。 

大項目の１点目、家庭ごみの収集ルールの見直しについてです。家庭ごみの収集は廃棄物処

理及び清掃に関する法律により地域の実情に合わせて一般廃棄物処理計画によって運用されて
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おり、自治体によりルールも違います。本市の一般廃棄物処理基本計画では、近年廃棄物の排

出量の増大や質の多様化が進み、循環型社会への転換が求められており、単に燃やして埋める

処理から排出抑制に努め、廃棄物の３Ｒであるリデュース、リユース、リサイクルを基本に、

廃棄物の資源化・適正化のための方策が取られています。家庭ごみの区分は、燃やせるごみ、

破砕ごみ、埋立ごみ、粗大ごみ、有害ごみ、スクラップ、こでん、資源ごみ。資源ごみには

ペットボトル、紙、缶、瓶があります。家庭から出るごみは、住んでいる町内会が設置し管理

しているごみステーションに出されます。収集日の違うものや分別が間違っているもの、指定

袋以外で出されたもの、市が収集しないものなどが出されると、回収されずにステッカーが貼

られごみステーションに残されるというルールになっています。ごみの分別に関しては、市で

配布している家庭ごみの正しい分別表のほか、ごみチェッカーやごみカレンダーなど、スマー

トフォンやパソコンからでも検索できるようになっています。しかし、残されたごみは主にご

みステーションを管理している町内会が分別し直して、再度ごみを出しているというのが現状

です。残されたごみの種類を見ると、ペットボトルや缶、瓶などの資源ごみが多く見受けられ

ます。ところが、町内会などで分別し直して出してもごみ収集のサイクルに合わせてまた同じ

ように収集されないごみが残され、いたちごっこになっています。ごみを出した本人が持ち

帰って分別し直して出さなければなりませんが、持ち帰らなかったり、違う町内に住む人が出

す場合もあり、ごみが残されます。そこで町内会でも対策し、ごみステーションの外にぶら下

げたり、山積みにしているところまであります。（資料をモニターに表示）このように、もう

数か月、半年近くもこのような状態になっているところもあります。ある町内会ではカメラを

設置し、収集されないごみの持ち主を突き止めて注意したそうですが、いっときだけは改善さ

れましたが、また分別の間違ったごみがステーションに残されているとのことです。町内会と

してもどうしたらよいか解決策を見いだせないでいます。また、ごみステーションや外に置か

れたごみは衛生上も景観も悪く、害虫や害獣の発生にもつながりかねません。町内会では回収

されないごみの問題が負担になっています。国はダイオキシン類対策等の高度な環境保全対策

の必要性や適正なごみ処理の推進に当たっての課題に対応するためにごみ処理の広域化が必要

であるとし、現在、大館・鹿角・小坂の２市１町での検討会も行われています。令和３年９月

に出された秋田県ごみ処理広域化・集約化計画によると、人口減少・少子高齢化が進みごみ処

理を取り巻く状況が大きく変化している。県民一人１日当たりのごみ排出量は、近年は横ばい

傾向だが、ごみ排出量は家庭系のごみが全体の67％で減少傾向にあるとあります。また、本市

の令和４年３月の大館市ごみ処理基本計画によると、ごみの量は、燃やせるごみは平成24年度

をピークに減少傾向、資源ごみは紙が減少傾向、それ以外の資源ごみはおおむね横ばい、家庭

ごみに占める資源ごみの割合は14％ほどで、近年減少傾向にあるとしています。千葉県市川市

の清掃部で出しているごみ収集回数の削減とごみの減量・分別方法についての資料の中には、

ごみを排出できる回数が減ることでごみを減量しようという意識の向上が期待できるとし、住
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民の意見交換会でも削減後の回数内でやりくりしようと考えるので賛成という意見があったと

あります。これらのことからも、現在のごみ収集の回数を減らすことやルールの緩和を含めた

見直しをし、回収されないごみを年に数回でも回収すべきと考えます。市長の御見解をお伺い

します。 

次に大項目の２点目、ＬＩＮＥ公式アカウントの今後の運用と道路通報機能の追加について

です。先ほど伊藤励議員からもＬＩＮＥ公式アカウントについてのお話がありましたので多少

重複する点があるかと思いますが、御了承願いたいと思います。本市ではＬＩＮＥ公式アカウ

ントの運用を８月１日から開始しました。僅か半月足らずで登録者数が2,000人を超えたとの

ことで、好調な滑り出しを評価したいと思います。行政サービス情報配信業務とは、ＬＩＮＥ

公式アカウントを活用して国や地方自治体が住民に必要な情報を迅速かつ効果的に提供し、住

民サービスの向上と行政の透明性を高めることを目的とする業務で、既に全国1,718自治体の

うち1,500以上で導入されているということです。私自身も新聞を読んですぐに登録しました。

ＬＩＮＥは国内１位のＳＮＳメディアであり、月間利用者数は9,900万人と、日本の人口の約

７割以上をカバーする人数であるとのことです。ホームページへのアクセスがおっくうでもＬ

ＩＮＥからだとアクセスしやすく、ＬＩＮＥ公式アカウントは利便性があると感じています。

先日の大雨の際には緊急速報メールと併せてリアルタイムで情報配信され、情報があることで

過度に不安にならず、次の行動を起こす判断材料になることを改めて実感しました。そこで小

項目１点目、ＬＩＮＥ公式アカウントの今後の運用拡大についてです。本市ではまだ始まった

ばかりですので、情報配信と質問に答えるＡＩチャットボット機能が主な内容になっていると

認識しています。ＬＩＮＥ公式アカウントでは、情報配信だけでなく対象を絞り込んだセグメ

ント配信や問い合わせ対応の自動化、行政手続きのオンライン化、道路や公園の不具合報告受

付などが可能です。そこで今後の運用について、どのような機能を取り込むことを想定してい

るのかをお伺いします。次に小項目２点目、道路通報機能の追加を提案します。道路通報機能

は、道路の穴ぼこや路肩の崩壊、落下物、路面の汚れなどの道路の異常をＬＩＮＥで通報でき

るシステムです。先日、総務財政常任委員会の行政視察で板橋区のＬＩＮＥ公式アカウントに

ついて視察してきました。板橋区では令和５年７月からＬＩＮＥ公式アカウントを導入しまし

た。登録者数は２年で板橋区の人口約59万人の約4.5％で、板橋区が調べた主な都市との比較

では、福岡市が人口約160万人で115.5％、静岡市が人口約70万人で18.6％、大館市より少し多

い千代田区が人口約６万8,000人で32.6％などとなっています。大館市は半月で2,000人を超え

たということで、人口の約３％に当たるかと思っています。板橋区では登録者数を増やすのが

課題であるとのことでした。広聴広報課といわれるところが担当し、各課からの申請に基づき、

ホームページへの遷移を前提として60字以内にまとめられたメッセージを登録者に配信します。

道路通報機能では、メニューを選択し、マップから位置情報や写真も送信できます。従来電話

や窓口で受け付けていた道路等の通報は、ＬＩＮＥの道路通報機能により24時間受け付けるこ
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とで迅速な対応が可能になったということです。面積の広大な本市では、職員だけで道路など

の破損を把握するのは難しいと思われます。ここ数年のデータでは、市民の通報によって補修

されたのが半数前後もあったということです。また、市民にとっても通報が容易になり、年代

や時間帯によっては窓口や電話よりＬＩＮＥでの通報が増えるのではないかと思われます。官

民が連携・協力して安全な通行ができるよう、ぜひＬＩＮＥに道路通報機能を追加するべきと

考えますが、市長の御見解をお伺いします。 

以上で私からの質問とさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

〔11番 伊藤深雪議員 質問席へ〕 

〔石田健佑市長 登壇〕 

○市長（石田健佑） ただいまの伊藤深雪議員の御質問にお答えいたします。 

大項目１点目、分別が不十分なものや収集日ではない日にごみステーションに持ち込まれた

ものなど、ルールを守っていない家庭ごみについては、収集できない理由を記載したステッ

カーをごみ袋に貼った上で収集しないこととしております。ごみを出した本人がやり直すこと

を前提としておりますが、実情としてはごみステーションを管理している町内会の皆様に分別

し直していただいていることが多いことは把握しております。分別が不十分なケースは大きく

３つあります。１つは単に分別を間違えた場合。私も過去に間違えたことはもちろんあります

し、持ち帰って分別し直したこともあります。２つ目は町内以外の人が意図的にごみを置いて

いく場合。そして３つ目が、分別ルールの理解ができていない場合。このうち、ルールの周知

については市でも相談を受けることが多いことから、必要に応じて町内に出向き分別ルールに

ついての出前講座を行うなど、正しいごみの出し方についての指導を行っているところであり

ます。伊藤議員御指摘のとおり、燃やせるごみや資源ごみの排出量は年々減少傾向にあるもの

の、収集回数を減らすことについては市民の皆様の御理解が必要となります。各家庭でごみを

保管する期間が長くなってしまい、生ごみの臭いや保管場所など市民の皆様の負担を考えます

と、現時点で収集回数の削減には御理解が得られないものと考えております。先ほど伊藤議員

から写真でお示しいただいて、現状の課題は私もよく認識しました。完全に放置されたごみへ

の対処等については、いい方策がないかをもう少し庁内で議論させていただきたいと思います。

引き続き分別ルールの徹底を呼びかけるとともに適切な収集に努めてまいりますので、御理解

をお願いいたします。 

大項目の２点目、小項目１点目についてであります。市では令和５年３月に大館市ＤＸ推進

基本方針を、昨年３月には大館市ＤＸ推進アクションプランを策定し、行政サービスのＤＸ推

進に取り組んでまいりました。また、昨年４月に策定したおおだて未来づくりプランではデジ

タルを活用した基盤強化を掲げ、行政手続きのオンライン化の推進や市政情報の発信力強化に

取り組んでいるところです。ＳＮＳの中でもＬＩＮＥは利用者が多く、広い世代に浸透してい

ること、また拡張性があり、他自治体においても証明書の申請や検診、施設の予約などの行政
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サービスを展開していることから、デジタルの行政サービスの入り口に適していると考え、情

報収集を進めてまいりました。その中で、情報発信については登録者の希望した情報をプッ

シュ型で配信でき、転出者や移住希望者への発信力も高く、短い準備期間で比較的安価に始め

られることから、他の機能に先行して８月１日から運用を開始いたしました。現在利用してい

るシステムにも様々な拡張機能があります。少し御紹介させていただきますが、拡張の可能性

がある機能として、例えば予約管理や相談の機能、施設の検索、スタンプラリー、デジタル

クーポン、高齢者の見守りなどがございます。これら全てをＬＩＮＥ上で実現するのではなく、

それぞれの業務で最適なシステムを選択し、ＬＩＮＥがその入り口になるような運用を考えて

いるところです。例えば公共施設の予約管理については、ＬＩＮＥでも導入は可能ですが、

ＬＩＮＥだけでできるようにとなると、ＬＩＮＥの登録者しか予約できなくなってしまいます

ので、そうではなくて、例えばＬＩＮＥにひもづけた先で予約するシステムを導入したほうが

全市民に対してサービスを提供できるのではないかと考えております。ですので、ここは使い

分けをして様々なＤＸを進めてまいりたいと考えております。ＤＸ推進アクションプランに掲

げている、自宅から好きな時間に公共施設の予約を行うことや来庁せずにオンラインで申請が

完了することなど、市民の利便性向上に向けたオンラインサービスの拡充に向けて、引き続き

検討を進めてまいります。小項目２点目についてであります。現在、道路の穴や路肩・のり面

の崩壊など、市道の損傷を発見した場合の連絡は電話やメールが主な手段となっております。

ＬＩＮＥを含む通報システムの導入につきましては、これまで先進事例等の情報収集を行って

きたところであり、昨年３月から全国運用が開始されたＬＩＮＥ上の国土交通省道路緊急ダイ

ヤルによる通報に対応しながら、メリットや利用状況等を評価しているところです。国土交通

省のＬＩＮＥ版道路緊急ダイヤルは、国道・県道・市道の区別なく全国の道路を対象に24時間

通報を受け付けており、市道に関するものであれば、通報内容が市に届く仕組みとなっており

ます。通報する市民にとっては、国道・県道・市道の区別なく通報窓口が一元化されているた

め非常に分かりやすく、通報を受ける側も写真や位置情報などを得られることから、双方にメ

リットがあります。ＬＩＮＥ版道路緊急ダイヤルを経由した通報はこれまで28件届いており、

いずれもスムーズな対応につながっていることから、市としましては引き続きＬＩＮＥ版道路

緊急ダイヤルの周知・活用を進めてまいります。市公式ＬＩＮＥへの道路通報機能の導入につ

きましては、ユーザーのニーズを分析・把握した上で検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

以上であります。よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 
○11番（伊藤深雪） 議長、11番。 

○議長（藤原 明） 11番。 

○11番（伊藤深雪） ありがとうございました。一括でお願いします。最初にごみ収集のルー

ルの見直しについてなのですけれども、残されているごみが本当にいたちごっこのように常に
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ある状態で、その都度相談するのは町内としても非常にちゅうちょするのではないかとも思わ

れます。また、町内会がないところもあります。今後残されたごみの処理をやれないところも

出てくるかと思いますので、その点についてお伺いしたいと思います。あとは害虫や害獣など

の発生の懸念もあることを先ほども述べたのですが、現在生ごみなどの燃えるごみが残される

ことはほとんどないので、それほど心配ないかとは思うのですが、例えば熊だけでなくタヌキ

やテンなどの動物も市街地で見かけたりすることがありますので、今後はそういった動物など

の被害の懸念もあるかと思います。その点についてもお伺いしたいと思います。 

あとは２点目の公式アカウントの件ですけれども、こちらに関しては確かに国土交通省の緊

急ダイヤルというのがありますが、そこからＬＩＮＥでとなるとまた新たにＬＩＮＥの登録が

必要になると思います。せっかく本市にはＬＩＮＥがあるので、やはりそこから写真とかで通

報できたほうがより迅速でいいのではないかと思います。ぜひ今後検討していただきたいと思

います。あとは住所異動の届出や各種証明書の交付手続きなどもこのＬＩＮＥでできると、若

者や子育て中の人、仕事で行けない人にとっても非常にいいのではないかと思います。そうい

うのがまた移住にもつながってくると期待されるので、どうかそちらのほうも今後検討してい

ただければと思います。 

答弁は１点目についてお願いします。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 

○市長（石田健佑） ただいまの伊藤深雪議員の再質問にお答えいたします。先ほど写真でも

お示しいただいたとおり、誰が放置したのかが実質分からないごみが放置され続けている現状

をもちろん私も理解しましたし、例えばその中に生ごみ等が含まれていて害獣がそれを食べに

来てしまうといったリスクは、今のこの情勢を見るともちろん考え得ることだと思います。こ

こについて、現状これが一番いいのではないかという案をお示しできる状態ではないので、一

度この課題を庁内に持ち帰らせていただいて、もう一度しっかりと議論を進めさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。以上であります。 

○11番（伊藤深雪） 議長、11番。 

○議長（藤原 明） 11番。 

○11番（伊藤深雪） ありがとうございました。私も町内の一員として、今後どのような方法

がいいのかを一緒に考えていければと思っています。これで終わります。ありがとうございま

した。 

 

 

○議長（藤原 明） この際、議事の都合により休憩いたします。 

午前11時26分  休  憩 
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午後１時00分  再  開 

○議長（藤原 明） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 田村儀光議員の一般質問を許します。 

〔18番 田村儀光議員 登壇〕（拍手） 

○18番（田村儀光） 真政会の田村儀光です。時がたつのは本当に早いもので、今日９月１日

と言えば市長が就任してちょうど１年の節目の日です。昨日かおとといもテレビで拝見しまし

たけれども、改めて感想があったら教えてもらいたいと思っております。それから、おめでた

いことに市長に待望の赤ちゃんができて、８月７日に長女が誕生ということで、本当におめで

たいと思っております。８月７日と言えば私の次男坊と同じ誕生日で、私も忘れられないなと

思っております。それからもう１つ、さっき相馬議員もおめでとうございますと言っていまし

たけれども、世界を変える30歳未満30人に石田健佑・陽佑兄弟が選出されたと。世界25か国、

日本版で、すごいですね。ただ、記事を見て選考方法とかは自薦、他薦を含めてどうなってい

るのかよく分からないのでそこら辺を聞きたい。新聞の内容を見れば市民のおかげだと書いて

ありますけれども、自薦なのか他薦なのか、その辺も教えてもらえたらと思っております。そ

れでは質問に入りますけれども、私が通告しているのは大きい項目で２点だけです。 

 １年たったと言いましたけれども、１年間で今日で５回目になります。経歴詐称疑惑につい

て、まだ納得していなくて、また質問させていただきます。選挙の際のリーフレットの内容に

ついて、時系列に疑義があるという市民が多いと今まで言ってきました。今までは市民の代弁

者として一生懸命訴えてきましたけれども、実は時系列については私自身も疑義を持っていま

す。それで25日に通告して、26日に聞き取りをしたわけですけれども、聞き取りに来ましたら

庁舎前で会ったある市民が、今回も経歴疑惑をやりますかと言うから、はいやりますよと言っ

たら、もう昨日市長が答弁みたいなフェイスブックを出していますよと私に伝えてきました。

聞き取りはまだこれからだし、ええっと言ったのですけれども、経歴詐称疑惑についてという

ことを25日に通告したその日の夜に石田健佑市長のフェイスブックが投稿されていると、市民

の方から聞いてびっくりしました。それはもうあなたの質問に答えているような内容ですよと

いうことで、コピーをもらいました。フェイスブックというのは私も見方が分からないのです

けれども、一般の市民も見る人は少ないと思うのでこの場を借りて石田健佑市長の代読をさせ

てもらいたいと思います。 

一部の議員の方々により、私の学歴について疑問が示され、お騒がせしております。公職 

選挙法に関連したいわゆる経歴詐称疑惑のような指摘となっておりますが、以前からご説明 

してきましたように、選挙を通して市民の皆様にお示しした私の経歴には一切の虚偽はない

ことを改めて確認させていただきます。今回疑問の対象となりました慶應義塾大学環境情報

学部については、入学試験には合格したものの経済的理由で入学を辞退したというのが事実

です。選挙への出馬に際しての私からの説明もこれのとおりでした。しかし、それ自体につ
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いても疑問をいただきましたので、改めて慶應義塾大学に問い合わせ、合格の事実があった

ことをメールにて確認頂きました。このことについては市議会議長その他複数の方々にも

メールを見ていただき確認をいただきました。疑惑のようなものはこれによって解消された

と言っていただきました。なお、一部の議員の方々から、ＳＮＳであるFacebookのプロ

フィール表示が「慶應義塾大学在学」となっていたと具体的なご指摘を受けた点についても

念のため確認いたしました。私自身は2017年1月にFBを開設したのですが、その後2018年に

慶應義塾大学合格した後、そのまま入学する予定だったことから、その際同大学「在籍」の

表示を追加したことを覚えております。ただ、その後経済的理由から入学を辞退せざるを得

なかったわけなのですが、このプロフィールについては、その後も気づかずそのままになっ

ていたというのが事実です。その後政治活動をするようになり、私の政治活動のスタッフが

後にこのプロフィールの存在に気づきこの項目を削除した、というのがその後の経緯になり

ます。このことについては念のため弁護士にも確認いたしましたが、公職選挙法235条1項違

反の罪が成立するようなものではないとの意見を頂いております。いずれにいたしましても、

私のやや複雑な経歴のせいで市民の皆様に余計な疑念を与えお騒がせしてしまいましたこと、

申し訳ありませんでした。皆様の新しい大館の市政への期待にしっかりと応えられるように

頑張って参りますので、ご支援何卒よろしくお願い申し上げます。 

以上、代読であります。ということで、これも市長が書いたのかどうか分からないけれども、

それも確認したい。私は去年の９月からフェイスブックの件も一生懸命言いましたが、そのと

きあなたは、私が書いたものではない、後援会の人も書けるというような答弁をしておりまし

た。この文章を見る限りでは、あなたは自分で書いたと認めております。大学に合格して入学

したから、そのとき慶応大学在籍の表示を追加したことを覚えていますと、前の答弁と違うこ

とをあなたはこれで言っているのだ。前は私が書いたものではない、誰でも書けるとかという

答弁をしていますよ。それが今になって、今度は思い出したようにそのまま大学に入学するつ

もりだったから在籍の表示を入れた、自分で入れたことを覚えておりますと。それで今度は市

長選挙になってからだったかいつであったか分からないけれども、このプロフィールについて

はその後も気づかずそのままになっていたが、後援会のスタッフからこれは違わないかと指摘

されて直したというようなことを、自分で25日にフェイスブックに投稿している。だからあな

たが言うように、この投稿も誰かさんがやったのかどうか。石田健佑さんの投稿と、８月26日

時点で22時間前に投稿したと書いてありますけれども、その辺もはっきりしてもらいたいとい

うことです。それと、４つ通告しております。大学からのメールの公開をしてくださいという

こと。あなたのこの投稿にもありますように、前議長、その他複数の人には見せたとあるから、

それを今議員みんなに、記者にでもいいし公開すれば、それでこの件ははっきりすると思いま

す。それが１つ。それから２つ目は、一般社団法人ＤＭＭアカデミー入社の証明書を公開して

ください。これはあなたのフェイスブックのプロフィールにいつまでかは分からないですけれ
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ども、一般社団法人ＤＭＭアカデミーに入社したと書いていたのが、最近になってついていな

いと。それで市民の方からこれもうそだろうか、聞いてくださいということでこれを書きまし

た。それから３つ目、私も最近分からなくなってきて、あなたが市議会議員のときからのリー

フレットを全部ひっくり返してみましたけれども、どれが本当なのか分からない。合併20周年

記念事業と20歳を祝う会と、２回ほどあなたの挨拶を聞きましたけれども、無難な挨拶と言う

か、私はいつまで大館にいていつ帰ってきてどうなのだということを正直に申し上げる、そう

いう挨拶だったら20周年記念事業のときもよかったと思いますけれども。合併して20年、20年

前私は８歳でした。28から20を引けばいいから８歳だというのは分かるよな。じゃあ８歳のと

きにあなたは大館にいたのかと言うと、リーフレットをひっくり返してみたら保育園は八幡保

育園に入っていました。それで2003年に父親の転勤で青森に行ったと。2003年と言えば６歳の

ときだから、８歳のときは大館にいなかった。20周年記念事業で俺が正直に挨拶をすればいい

と言ったのはそこなのです。この間秋田県知事に当選した鈴木健太も兵庫生まれの人です。一

緒になって19年前だったかに秋田に来たと。それで秋田はいいところだ、もっと何かすれば

もっとよくなるということで政治を志して、県議会議員を２期やってこの間知事に見事当選し

たのですけれども、挨拶では必ず自分の過去を全部出す。そういう人になってもらいたい。20

周年記念事業で聞いても20歳を祝う会で聞いても、そういう正直さがないなと。正直に、素直

になってくださいといつも言っていますけれども、そこら辺がな……。その場その場でちょう

どいい挨拶をしているから、知らないで聞く人は市長は大したものだと言っているけれども、

俺は20歳を祝う会のああいう挨拶は納得していない。俺が調べた限りでは６歳で大館を出て、

事業に失敗して二十歳になってから帰ってきたと。そうすれば、28年のうち半分は大館にいる。

それから４つ目は、今日の答弁次第では100条委員会も会派として要請したいと思っています

ので、ちゃんとした答弁をお願いしたい。 

それから大項目の２点目、スタートアップ事業について。１年たって、これだけは石田カ

ラーの事業だと思って期待もし、不安にも思っています。スタートアップについては６月議会

で一般質問しております。10ある会社のうちから３つ選んでその中から１つ、株式会社

Ｒｅｈａｂ ｆｏｒ ＪＡＰＡＮが提案したＡＩを活用したオンラインリハビリ実証事業を８

月以降に行うと６月議会で市長は答えられていました。その後、８月を過ぎたが全然動きがな

いのです。どうなっているのか具体的な話が何も聞こえてきていないのですけれども、いつか

らどういった形で事業を始めるのでしょうか。市長聞いているか。また、今回のＡＩを活用し

たオンラインリハビリの実証事業が市民生活や市にどのように貢献し、恩恵をもたらすことに

なるのか、市長の考えをお示し願いたい。 

この場からの質問は以上でございます。（拍手） 

〔18番 田村儀光議員 質問席へ〕 

〔石田健佑市長 登壇〕 
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○市長（石田健佑） ただいまの田村儀光議員の御質問にお答えいたします。まず、冒頭に御

紹介いただいたＦｏｒｂｅｓ ＪＡＰＡＮに関しては、自薦ではございません。他薦なのか、

選考の形は私も分からないのですけれども、そのような形で選出していただいたということに

なっております。 

 御質問いただいております経歴、学歴に関する御指摘についてですけれども、私の経歴や学

歴については、既に記者会見で私自身の責任において虚偽は一切ないことを説明しております。

その全容についてもＳＮＳ等を通じて市民の皆様に公開済みであり、やれることは既にやって

いると認識しております。先ほど私がフェイスブックやインスタグラム、エックスに投稿した

内容を代読していただきましたけれども、こちらについても既に100万回以上閲覧していただ

いておりまして、十分に市民の皆様に認知していただいているものかと考えております。また、

御指摘の大学からのメールの公表についての部分なのですけれども、これは大学との私信であ

ります。私信というのは私立大学と私個人とのやり取りであるため、公に公開することは控え

ておりました。ただし、議員のほうからどうしても確認したいという御要望があれば、もちろ

ん大学に確認を取った上でにはなりますけれども、常識の範囲でお見せすることはやぶさかで

はないと考えております。その場合でも、あくまで私信であること、大学に迷惑がかからない

ように御対応いただくことを御理解いただいた上での対応になるかと思います。さらに申し上

げれば、私が出せる情報は既に公開済みであり、それ以上新たに申し上げることは現状ないと

考えております。仮に本件に関して、市政運営に対する信頼度の問題だということをお考えで

あれば、それは市民の皆様が選挙を通じて判断されるべき事柄であると考えております。もし、

私個人の問題で市政運営に影響を及ぼしているとお考えであれば、それがどの部分に、どの政

策分野においてどのように影響を及ぼしているかを御質問いただければ、そこは随時確認して

真摯にお答えを申し上げたいと思います。そしてもう１つ、政治活動用配布物ということで、

今回も通告の中で選挙リーフレットとの表現がございますが、実際に御指摘の配布物は選挙期

間外に作成した政治活動リーフレットだと思います。この配布物にももちろん虚偽は一切ござ

いません。いずれにせよ、市の公務や広報活動として配布したものではありませんので、市の

公式として答弁すべき事柄ではないと考えております。こちらについても、もし個人的にこれ

を確認しなければならないということであれば、もちろんそこは私がお答えさせていただきま

すし、ここについても、選挙期間以外の個人の活動において何かしら市の一般事務に影響が

あったということであれば、そこについては御質問いただければしっかりと答弁させていただ

きます。次に、インスタグラムやエックス、フェイスブックについてでありますけれども、御

指摘のインスタグラムやフェイスブック、エックスは、こちらも市の公式媒体ではなくて、あ

くまでも私個人のアカウントとして運用しております。ここでの記載内容にももちろん虚偽は

ございませんが、そもそも個人の活動であり、こちらも市政の議論に適するものではないと考

えております。そして次に昔の経歴について、ＤＭＭアカデミーというところも御質問いただ
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きましたけれども、こちらについても田村議員がお調べになりたいということであればもちろ

ん調べていただいて結構です。ただ、こちらも私がこの市役所を代表して、市の答弁としてお

答えするというのはこの場には適していないと考えております。そもそも虚偽も一切ございま

せんので、こちらも必要があれば、必要性とともに個別に直接御質問いただければ、その都度

田村議員にお答え申し上げたいと思います。以上のとおり、私の責任において必要な説明は尽

くしていると考えております。この件は市政の事務に直接関わるものではないと考えておりま

して、繰り返し同じ答弁を行うことは適切ではないと考えております。もちろん、市役所公式

ではなく個人で伺いたいというお話であれば、そこはしっかり対応させていただきたいと考え

ております。 

大項目の２点目についてであります。今年３月に開催したスタートアップピッチにおいて、

公民連携のパートナー候補として選定した株式会社Ｒｅｈａｂ ｆｏｒ ＪＡＰＡＮによるオ

ンラインリハビリの実証事業について、現在10月からの実施に向けた最終調整に入っていると

ころです。実証は60歳以上の方を対象とし、遠隔地のトレーナーとモニター越しにコミュニ

ケーションを取りながら運動を行うもので、介護予防やフレイル予防への関心を高めるため、

運動中の動作データをＡＩで解析し、最適な運動プログラムをまとめたレポートを参加者に提

供することとしております。国内の高齢化率は年々上昇し、それに伴い医療費、介護給付費も

増加傾向にあり、健康長寿への関心と介護予防の必要性は高まっております。こうした状況を

受け、市ではこれまでも様々な介護予防事業を実施してまいりましたが、今回の実証によりさ

らに効果を高めることができるものと考えております。実証後には運動データを分析し、その

効果や事業化に向けた検証を行うこととしており、有効性が認められた場合には本市でも実施

することとし、その際には市による利用料の助成なども考えられます。市では、社会課題の解

決が期待される提案の実証フィールドを提供することで市民生活と市民サービスのさらなる向

上につなげるとともに、新たなビジネスモデルの創出と地元企業との連携による産業振興を図

るため、今後もスタートアップの誘致に取り組んでまいります。ほかの企業につきましても、

株式会社さとゆめには沿線まるごとホテルというものを御提案いただきましたけれども、こち

らも８月21日、22日に現地調査のために大館に入っていただいております。ＫＵＲＯＦＵＮＥ

は外国人の生活支援をアプリで行う事業者ですけれども、こちらについても既に空き家の活用

も含め話が進んでいる状況であります。これらについても、随時進捗状況等を共有させていた

だければと思います。 

以上であります。よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○18番（田村儀光） 議長、18番。 

○議長（藤原 明） 18番。 

○18番（田村儀光） この場から再質問させていただきます。今回は一問一答で、一問目は経

歴詐称疑惑。あなたの考えは私と違うかもしれないですけれども、あなたの今までのやつは、
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この場で答弁できない、個人の政治活動だ、そういう答弁の繰り返しです。市民が言っている

のは、もしうそだとすれば、そういううそつきには大館を任せられないだろうと。何の政策を

やるにも。それが一番大事なのだ。まず、市長の前にちゃんとした人間でなければいけないの

だ。私らも議員だけれども、一般の市民にうそをついてああだこうだと言うのでは政治をでき

ないですよ。議員になるときはみんなリーフレットでこういうことをやりたい、ああいうこと

をやりたいと出しています。それを実行するかどうかを市民が見ているわけです。それがその

リーフレットからうそだというのが騒がれているのであれば、市長の前にまず人としてどうか

と。ましてやこの場で答弁できないというのはどういうことなのか、その辺の政治感覚が俺は

分からないのだ。市長、これは絶対に間違っていると思うよ。経歴はこの場で答える問題では

ない、あくまでも政策だけだというのは。今日不信任が決まったそうですけれども、伊東市長

も学歴の問題だけですよ。この場で答えられませんと逃げているか。弁護士に言われて最近逃

げっぱなしなのですけれども。いずれ伊東市の場合は今日不信任が決まったから、10日以内に

議会解散か市長が辞職するか、経歴はそういう重大な事案なのです。それを頭に入れて、政策

以外はこの場で答えないとか、そういう答弁では駄目だと思いますよ、本当に。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 
○市長（石田健佑） ただいまの田村議員の再質問にお答えいたします。まず、この場で答え

られないという話をいただいておりますけれども、だからこそ記者会見とＳＮＳで公開させて

いただいております。虚偽があったのではないかということも私はしっかりこの場においても

否定させていただいております。説明も私としてはしっかり果たしているつもりです。信頼性

という話が先ほどありました。うそつきがどうとかという話もありましたけれども、こちらに

ついても議場ではなくて記者会見とＳＮＳで公表しておりますし、多くの市民にもそれは見て

いただいております。それを見た上で、最終的には選挙において御判断いただくべきものだと

私は考えております。また、ここが信頼性ではなく、伊東市のように法に触れるのではないか

というお話であれば、ここについても議場ではなくて、法治国家ですので警察が捜査したり司

法の場で結果を出す事柄でありますので、そこできっちりと整理していただければと思います。

また、この場の答弁にふさわしいこと、ふさわしくないことは議会のルールの中でもあります

し、そこについてどうしても答えなければならないというものがあれば、しっかりとルールを

整理した上でお答えさせていただければと思います。以上であります。 

○18番（田村儀光） 議長、18番。 

○議長（藤原 明） 18番。 

○18番（田村儀光） 何を聞くのか忘れてしまったが、いずれ今の答弁は駄目だ。今の答弁も

駄目だし、あなたは政治家として市民に選ばれた首長なのだ。何で選んだかと言えば、みんな

リーフレットとかを見て、年にほれたのかも分からないけれども……。いずれ新聞記者にも公
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開したし議長にも見せたし、後は個人的に対応すると言っているが、今日で５回目だけれども

今まで何回も言っているように、そのメールは堂々と議長だけではなく在職の議員にも公開し

てもいいと思う。私立大学だから駄目だという答弁もある。その件に関しては市長室に行って、

慶応大学では普段は出さない合格通知書のあれを、今のあなたの立場を聞いて、こうやって議

会で一般質問をされているから何とか出してくださいと懇願されて出したというから、出した

ほうもその理由を分かって出しているから、私文書でも何でもない。相手方も分かっているこ

とだから堂々と見せても大丈夫だと思うのだ。弁護士が公立大学と違って私立大学は大学に迷

惑がかかるから、公文書ではないと言っているから見せられないという答弁であったけれども、

あなたは前に、普段出されないものをこういう事情だということを説明して出してもらったと

私に言っているだろう。それであれば、それを公開しても別に大学には迷惑はかからない。ど

この弁護士か分からないけれども、それなら俺が弁護士に言ってもいい。あなたの指導は間

違っているよと。相手が十分理解した上で出しているものだから、何も大学に迷惑がかかるよ

うなものではないということ。とにかくそういうことだ。だから、みんなに見せますとしゃべ

ればいいのだ。あなたは個人的な情報も入っているから見せられないとも前に答えている。そ

の部分は黒塗りしてもいいから、見せたくないところは見せなくてもいいから、ちゃんと合格

したというのを見せるだけでこの問題は終わりだと言っているのだ。さっき廊下であなたにも

言っただろう。伊東市は３か月で決着したけれども、大館は１年もかかっているのです。俺の

質問の仕方が悪いからかもしれないけれども。 

 

 

○議長（藤原 明） 暫時休憩いたします。 

午後１時34分  休  憩 

 

 

午後１時34分  再  開 

○議長（藤原 明） 再開いたします。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 
○市長（石田健佑） ただいまの田村儀光議員の再々質問にお答えいたします。まず、私文書

ではないという話がありましたけれども、私文書です。今日この話をするつもりではなかった

のですけれども、実は大学側には既に、大学から来ている個人情報を隠した上で公開してもい

いものかどうかという確認の連絡をしています。ただ、やはり大学側でも重要な事項であるた

め少しお時間を頂きたいという返答を頂いておりますので、その後どういう対応になるかは現

段階では分かりかねますけれども、返答を頂いた上でもし適宜御対応いただけるような状況に

なれば、公開も含めてしっかりと検討したいと思います。以上であります。 
○18番（田村儀光） 議長、暫時休憩。２点目のＤＭＭアカデミーの件について…… 
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○議長（藤原 明） 暫時休憩いたします。 

午後１時37分  休  憩 

 

 

午後１時39分  再  開 

○議長（藤原 明） 再開いたします。 

 田村議員、次の質問をお願いします。 

○18番（田村儀光） スタートアップピッチについて、６月には８月頃に実施と聞いていたの

ですけれども、今はもう９月です。今の答弁では10月となっています。私も期待していますけ

れども、このオンラインリハビリの実証実験は東京の事業者任せの事業なのか。例えば患者を

オンラインでどうのこうのと言うのだけれども、地元の事業管理者とかとも相談して進めてい

るのか、そこら辺を確認したいと思っています。 

○議長（藤原 明） 市長、質問は確認できましたか。 

 

 

○議長（藤原 明） 暫時休憩いたします。 

午後１時40分  休  憩 

 

 

午後１時41分  再  開 

○議長（藤原 明） 再開いたします。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 
○市長（石田健佑） ただいまの田村儀光議員の再質問にお答えいたします。今この実証をす

るに当たって、当然東京の事業者だけで実証できるわけではないので、地元でもしっかり地域

の人たちを巻き込んで進めていくものとなっております。以上であります。 

○18番（田村儀光） 議長、18番。 

○議長（藤原 明） 18番。 

○18番（田村儀光） 地域の人だけではなくて、一番肝腎なのはそれをやる病院関係者とか事

業管理者とか、最初からそういう人と組んでやったほうがいいと思うのです。東京の業者が東

京から遠隔で患者を診てこうしろああしろではなくて、地元にもお医者さんはいますから、中

身はよく分からないですけれども、単純に私が考えたのでは、もし10月からやるのであればそ

こら辺も考慮して、事業管理者とか病院関係者、介護の関係者とかいろいろ相談して進める事

業ではないかと思っていますけれども、その辺の考えをお願いします。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 
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○市長（石田健佑） ただいまの田村儀光議員の再々質問にお答えいたします。この事業は先

ほど答弁の中でも御説明申し上げたとおり、ＡＩが解析したりレポートが出てくるものとなっ

ておりますので、まずはそこで集めたデータを病院や介護施設等と共有させていただけるもの

はさせてもらって、地域全体のフレイル予防とか介護の予防につなげてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。 

○18番（田村儀光） 議長、18番。 

○議長（藤原 明） 18番。 

○18番（田村儀光） 中央の業者を呼んでやるのはいいのですけれども、地元のそういう関係

者ともぜひ協力して大館のために、世界は変えるか変えないかは分からないけれども、それに

選ばれたそうだから、何とか地元の企業とも十分とって、頑張ってそういう事業にしていただ

きたいと思っておりますので、それについて何とかもう１回答弁を、確約をしてください。 

○議長（藤原 明） 田村議員、再々再質問になるから駄目です。要望で終わりです。 

 

 

○議長（藤原 明） 次に、佐々木公司議員の一般質問を許します。 

〔８番 佐々木公司議員 登壇〕（拍手） 

○８番（佐々木公司） 令和会の佐々木公司でございます。昨日はほくしか鹿鳴ホールで陸上

自衛隊東北方面音楽隊の第25回ハチ公コンサートが開かれまして、大変すてきな時間を過ごさ

せていただきました。これもひとえに石田市長のいろいろなあれがあったかと思うのですけれ

ども、大変充実した時間を過ごすことができました。さて、それでは通告に従いまして８項目

について質問いたします。内容は多いのですけれども、答弁は簡単で結構ですから、よろしく

お願いいたします。 

まず１点目ですが、奥秋田サスティナブルツーリズムプロジェクトについてであります。秋

田犬ツーリズムプロジェクトとして、秋田犬ツーリズムによる特産品プロデュースやコンテン

ツのブランド化が取り上げられます。大館市・北秋田市・小坂町・上小阿仁村の４地域が、地

域的な強みを生かしたサステーナブルということで、地域の文化や歴史、自然環境を守りなが

ら環境の質を保ち、地域づくりでも環境や教育、福祉など、地域コミュニティの活性化をする

ために多様な課題に取り組んでいるということでございますが、本市の取組はどうかというこ

とで、具体的な中身について市長から答弁をお願いいたします。 

次に２点目であります。今日の新聞にも大きく取り上げられておりましたけれども、熊が出

たときに市街地で鉄砲を撃てるような形の法律改正が今日から施行されたということでござい

ます。具体的には、８月20日現在で昨年同時期の2.5倍の熊が出ており、捕獲数は124頭で昨年

同時期の2.3倍という状況であります。小・中学校においては既に２学期が始まり、特に生

徒・児童の登校日の対応はどうかということをお尋ねいたします。先日の北鹿新聞に載ってい

ましたけれども、北秋田市では小・中学生に鈴を提供したという話でした。大館市では既に昨
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年からやっているということでございますので、それはそのまま進めてほしいと思います。し

かしながら、熊スプレーの活用についてはきっちりやらないとなかなかその効果がないという

ことと、害獣忌避剤についてもやっぱり使い方をきっちりやらないと駄目だということも新聞

等の記事にいろいろ載っておりました。そういう意味で、上手にそういった環境を整えて、そ

れに対応する熊被害を防止するための対策について具体的に取り組んでほしいと思うわけであ

ります。 

次に３点目でありますが、実は今日は防災の日であります。大正12年に関東大震災が起き、

それから102年がたちます。大正12年といいますと、御存じのように忠犬ハチ公が生まれた年

です。そして私の父親が生まれた年です。ということで、大正12年というのはいろいろな意味

で私の記憶には残っておるのですけれども、いわゆる真に災害に強いまちづくりをどう進めて

いくかが課題かと思います。そして、８月19日から21日にかけてすごい大雨が降りまして、停

滞前線とか、今まであまり聞いたことがなかったような線状降水帯とか、そういう言葉が出て

きて全国のあちらこちらで水害等が起きているという状況であります。昨今の気候変動に伴い

激甚化、頻発化する自然災害に加えて、令和６年の能登半島地震や８月の南海トラフ地震臨時

情報などが初めて発表されました。緊迫する大規模地震に対する防災や減災対策が重要視され

る昨今であります。そういう意味で、本市の対応策は万全かということをお尋ねするわけであ

ります。 

４点目に、危険な暑さへの対応についてであります。よくニュースで聞きますけれども、命

に危険を及ぼす猛暑ということで、昨日ですか、名古屋で40度Ｃを超えるとかいう今まであま

り聞いたことのなかったような、体温を超えるような猛暑がどんどん続いておるということで

あります。そういう意味で、熱中症対策の徹底とか、あるいは熱中症警戒アラート時の市民の

対応はどうかということについて、行政として市民の皆様にどのように注意を呼びかけていく

かということをお尋ねいたします。たまたまひろさきだよりという弘前の広報紙を見ました。

そしてまた、大鰐の広報紙も見ました。あまり聞いたことがないのですけれども、クーリング

シェルターというのを設けておるということでありまして、暑いときに涼みどころを行政とし

て準備するということをやっておるようであります。弘前の広報については６月号に、大鰐の

広報については７月号に載っていまして、どこでやっているか詳しくはホームページを見れば

ということでした。郵便局の中にもクーリングシェルターを設けて、そこに市民が集まってく

つろげるということもやっているということであります。あとは、弘前ではＣiiＮＡ ＣiiＮＡ

というところとか、あるいは菊池薬局本店にもそういうところを設けるとか、市内のお店にも

対応策を取れる場所をお願いしておるということを記事で見ました。そういう意味で、大館市

で、特にこの高齢社会の中においてお年寄りが熱中症にかからないようにするために、そうい

う場所の設置も必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

次に５点目でありますが、台湾トップセールスについてであります。今回の台湾のトップ
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セールスには、県知事をはじめ市長とか議長も行かれたそうですけれども、旅行企画の提案に

基づいた手応えはどうであったかということをお聞きいたします。観光コンテンツの開発や情

報発信など、あるいはインバウンド拡大に向けた取組について、どうなっているかということ

であります。私は海外はいろいろ行っていますけれども、残念ながら台湾には行ったことがな

いのです。一度行ってみたいと思いますけれども、台湾は大館の元木村眼科のおじさんで台湾

の商工会議所会頭をやられた方も御縁があって、大館とはいろいろと深いつながりがある場所

だと思います。ぜひそういうつながりを大事にして、どんどんインバウンドというか、台湾か

ら大館に来てほしいと思います。その中には大館神明社や大館アメッコ市とかにも来てほしい

という計画があるようです。大館の神明社はあそこに移って今年で350年という歴史のある中

で、今年の祭りは盛大にやるようなことを聞いておりますので、ぜひそういう祭りにもインバ

ウンドで、台湾も含めて来ていただきたいということを切望しておる次第であります。 

次に６点目でありますが、婚活ガイドについてであります。少子高齢社会の中で、やっぱり

結婚して子供を増やすということも大きな課題の一つではないかと思いますが、いわゆる出会

いを応援する県のプロジェクトについてこの間冊子を見ましたけれども、既に大館市でも何か

取組をしているらしいですね。これをもっと積極的にやっていただいて、若い人が大館に来て

住んでという形の、地域おこし協力隊とか、あるいは大館に定住したいということが増えるよ

うな形の施策をどんどん進めていっていただきたいと思います。 

次に７点目でありますが、男女共同参画の視点から見た魅力ある地域づくりについてであり

ます。令和６年度は仕事と健康の両立というビッグタイトル、そして７年度は魅力ある地域づ

くりとなっておりますが、具体的に大館市としての取組はどうかということをお尋ねいたしま

す。実はこの件でありますけれども、子育てというのも令和４年あたりにありまして、毎年そ

ういうテーマを決めて地域づくりに取り組んでいるということで、今年は特に魅力ある地域づ

くりということになっているようであります。多分今朝のテレビだと思いますが、住みたい田

舎ベストランキングの５万人以上10万人未満のまちの中に、大分県の宇佐市が入っておりまし

た。総合部門で第１位、子育て世代部門で第１位、シニア世代部門でも第１位ということで、

３部門で１位になったという紹介がありました。大分県は温泉の源泉数と湧出量が日本一で、

この宇佐というのは大分県の温泉街です。そして外国人が4,500人住んでいるということで、

人口10万人当たりでは九州で最も多くて、全国でも３番目だそうです。また、この宇佐市は全

国に４万社余りある八幡宮の総本宮である宇佐神宮があるところだそうです。宇佐はアルファ

ベットでＵＳＡと書くそうです。アメリカのことです。ＴシャツにもＵＳＡと書かれたものを

着て全国にＰＲしているそうです。人口約５万2,800人、面積は439平方キロメートル。これに

比べて大館はその倍の913平方キロメートルでありますけれども、そういう市もあるというこ

とで、ぜひ魅力ある地域づくりをどんどん推進してほしいと思います。 

最後になりますが、温泉で元気に、温泉を元気にということで、前にふるさと創生１億円の
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事業もありましたけれども、現在大滝温泉はあまり元気がありません。そういう意味で、環境

省、内閣府、総務省、経済産業省、観光庁の後援で実施した地方活性化プロジェクト温泉総選

挙への大滝温泉のエントリーということを考えて、大滝温泉を元気にするような取組をもう一

回やってみたらどうかという提言をするものであります。 

以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

〔８番 佐々木公司議員 質問席へ〕 

〔石田健佑市長 登壇〕 
○市長（石田健佑） ただいまの佐々木議員の御質問にお答えいたします。 

大項目１点目、奥秋田サスティナブルツーリズムプロジェクトについてでありますけれども、

事業の実施期間は令和４年度から８年度までで、今年度は地域消費額の拡大による地域経済へ

の貢献を目指し、コンテンツ造成、マーケティング・プロモーション、来訪者の調査と分析、

受入環境の整備に取り組んでおります。本市では昨年度試験的に実施した秋田犬の里での秋田

犬との触れ合い体験について、現在サービスの本稼働に向け調整中であり、来館者の満足度向

上につなげたいと考えております。 

大項目２点目の小項目１点目につきましては、後ほど長岐教育長からお答え申し上げます。 

大項目２点目の小項目２点目についてであります。就学前施設における熊対策については、

民間を含む32施設に撃退スプレーを配付したほか、郊外の施設には忌避剤も併せて配付してお

ります。配付の際には使用方法の説明を行っているほか、忌避剤については業者から設置方法

について指導を受けるなど、適切かつ効果的に活用できるよう配慮しております。また、出没

情報が入った際には、各施設に対し即時にメールで注意喚起を行っているほか、早朝や土日で

も情報を受け取ることができるよう、各施設職員や保護者に対し市公式ＬＩＮＥアカウントへ

の登録を呼びかけております。 

大項目３点目、このたびの大雨への対応については、19日夜から警戒に当たり、土砂災害警

戒情報が発表された20日午前11時10分には災害警戒対策室を直ちに設置し、警戒パトロールを

行いました。道路の冠水やのり面の崩落などについては警察や消防などと情報共有を図り、迅

速な対応に努めたところです。また、河川の増水や土砂崩れ発生の懸念が高まり、道路等の冠

水が確認されたことから、20日午後５時には中央公民館に自主避難所を開設し、12人の方々が

避難しております。市民への周知については、緊急メールや市公式ＬＩＮＥをはじめ、テレビ

を利用する情報集約配信システムなど複数の情報伝達手段を組み合わせ、確実に伝わるよう万

全を期したところです。 

大項目４点目、小項目１点目及び２点目につきましては関連がありますので一括してお答え

申し上げます。熱中症対策としては、体調の変化に注意しながら水分や塩分を小まめに補給す

ることや、室内ではエアコン等を適切に使用し涼しい環境で過ごすなど、正しい知識を身につ

け自ら予防することが重要となります。市民に対しては広報やホームページで注意を呼びかけ
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ているほか、各種検診時や出前講座などの機会に合わせてリーフレットを配布し啓発に努めて

おります。熱中症警戒アラートが発表された際には市公式ＬＩＮＥや緊急メールなどを活用し、

熱中症予防のための行動を促しております。 

大項目５点目についてであります。今般の台湾へのトップセールスでは、関係機関と誘客に

向けた情報交換などを行ってまいりました。このうち現地旅行会社への訪問では、本市の農家

民泊が教育旅行先として一定の需要があるものの、現地旅行会社では予約方法が分からないた

め受入れを断っているケースがあることを把握することができました。改めて本市の観光資源

に対する潜在的な需要の高さを感じるとともに、旅行会社に対し予約方法などを丁寧に周知し

ていくことの重要性を確認いたしました。また、台湾に行って感じたことについてという質問

もありましたけれども、台湾は親日国でありますので非常に友好的で、知事との訪問先でも、

若くして市長に就任した石田さんに話を聞きたいと意見交換の前振りを頂いたりと、台湾人と

のコミュニケーションのしやすさを肌で感じました。現地では台湾の方が比内地鶏を食べたの

が忘れられないというお話もあり、比内地鶏の可能性も実感したほか、旅行代理店の多くが、

秋田と言えば鉄道だと、特に内陸線だというお話をされていたのが深く印象に残っております。

内陸線は台湾をターゲットに地道に宣伝してきた効果が現われていると肌をもって実感しまし

た。ほかにも、星野リゾートはブランド力が強い一方で、その地域でしか味わえない体験への

ニーズも高いというお話もされていました。ゴルフ場の価格帯が日本の約２倍でありゴルフの

需要もあることであったりとか、台湾での観光のＳＮＳの入り口はインスタグラムかと思って

いたのですけれども、実はフェイスブックが旅行情報の主な入り口だということも現地の方が

お話しされていました。こうした学びを生かして引き続き本市の誘客につなげてまいりたいと

考えております。 

大項目６点目についてであります。本市では、新婚世帯の住宅購入費用などを助成する結婚

新生活スタートアップ支援事業、市民のあきた結婚支援センターへの入会登録料を負担する登

録料助成事業、婚姻に伴い金融機関からブライダル資金を借り入れた場合に発生する利子を補

助するブライダル資金利子補給助成事業、結婚支援センターに登録し、その活動を通じて婚姻

した場合に地域限定商品券を贈る若年者婚姻支援事業助成金による支援を行っております。結

婚支援について様々な取組を行っておりますが、十分に知られていないものも少なくありませ

ん。特に若い世代にとっては、市役所からの案内を紙で受け取るのは少しハードルが高いと感

じられる面もあると認識しています。そこで、現在はＬＩＮＥを使って結婚関連の情報も直接

お届けしておりますので、これによって若い世代にも届きやすくなってきております。今後も

ＬＩＮＥ等をさらに活用して必要な情報をしっかりと市民の皆様に届けていきたいと考えてお

ります。 

大項７点目であります。本市においては、令和３年度に策定した第３次大館市男女共同参画

社会推進計画に基づき、庁内のみならず庁外の各種団体などの関係機関と連携、協力しながら
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啓発イベントの開催など様々な取組を行っているところです。市民の意識も以前と比べて変

わってきているところではありますが、男女共同参画社会の実現の大きな障壁は、長年の性別

による固定的な役割分担意識や、それに基づく慣行であると捉えており、今後もおおだて未来

づくりプランの将来像として掲げる、多様性を力に変えるの実現に向けて取り組んでまいりま

す。また、私の思いですけれども、男女共同参画において大切なのは女性に対して出世や社会

進出を一方的に強制しないことでもあると考えております。家庭を優先したい方もいれば仕事

を優先したい方もいます。これは男性も同じですけれども、それぞれの希望に応じて選択でき

るということが重要であって、その選択を安心して実現できる環境を整えることこそ私たち行

政の役割であると考えております。 

大項目８点目についてであります。大滝温泉は地域の貴重な資源であり、誇りでもあると認

識しております。温泉を活用した地域活性化については、意欲のある民間事業者の存在と地域

住民の協力が不可欠であります。佐々木議員御紹介の温泉総選挙は開催10年目となるランキン

グ企画であり、今年度は東北から８件のエントリーがあります。来年度以降のエントリーにつ

いては、大滝温泉も含め地元の事業者に周知してまいります。 

以上であります。よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○教育長（長岐公二） 先ほどの佐々木議員からの、大項目２点目小項目１点目の御質問につ

いてお答えいたします。近年の熊の出没事案の増加によって、現在大館市内の小・中学校では

子供たちを熊の危害から守るために次の対策を講じております。まず、就学前施設と同様、敷

地内への熊の侵入を防ぐための忌避剤、それから万が一敷地内に熊が侵入し熊による危害が子

供たちに及ぶ危険性が高まったときに熊を撃退するための熊よけスプレー、これらを全小・中

学校に配備しております。さらに、登下校中の安全につきましては先ほど佐々木議員から御紹

介がありましたとおり、昨年度、全小・中学生に熊よけの鈴を配付しております。そのほかに、

学校現場から報告があった危険箇所につきまして、国道・県道・市道の道路管理者、それから

警察、教育委員会関係者それぞれが協議して重点箇所を定め、その重点箇所に実際に出向いて

合同点検をし、ゾーニングも含め措置を講じているところでございます。このように、学校施

設内外における二重、三重の安全措置を講じながら子供たちの安全を確保しておりますけれど

も、引き続き関係機関との連携を密にして子供たちの安全を確保してまいりたいと考えており

ます。どうかよろしくお願いします。以上です。 

○８番（佐々木公司） 議長、８番。 

○議長（藤原 明） ８番。 

○８番（佐々木公司） ２点について、質問ではありませんけれども、提案でございます。１

番目に男女共同参画の件ですが、令和２年度の白書によりますと、家事・育児・介護と仕事の

バランスということですので、ぜひこのことをもう一回振り返ってみていただいて、実践して

ほしいと思います。子供も生まれましたし、家事・育児・介護と仕事のバランスということで
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す。それから防災とかの件ですが、つい最近見たジチタイワークス39号の中にずっと詳しく防

災についてのいろいろな取組があり非常に参考になりますので、ぜひこれを皆さんに共有して

いただきたいと思います。以上、提案ですので答弁は要りません。終わります。 

 

 

○議長（藤原 明） この際、議事の都合により10分間休憩いたします。 

午後２時16分  休  憩 

 

 

午後２時26分  再  開 

○議長（藤原 明） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

佐藤芳忠議員の一般質問を許します。 

〔26番 佐藤芳忠議員 登壇〕（拍手） 

○26番（佐藤芳忠） 市民の風の佐藤芳忠です。 

６万4,000人の市民の命は12億5,000万円の市費で守られています。総合病院は赤字を理由に

扇田病院の廃止を考えていますが、赤字は総合病院も同じです。市民の命を守るために、今ま

でどおり市が２つの市立病院の赤字を補塡すれば、扇田病院と総合病院はこれからも市民の命

を守り続けることができます。市立病院の最高責任者である石田健佑市長のお考えをお聞かせ

ください。それでは、質問に入ります。公立病院などでつくる全国自治体病院協議会は、全国

657病院を調査し、令和６年度決算で86％の病院が赤字だったとの調査結果を、８月６日に発

表しました。令和６年度の総合病院の赤字は９億7,900万円。扇田病院の赤字は２億7,800万円。

２つの市立病院の赤字は12億5,700万円でした。その12億5,700万円の赤字、市民１人当たり年

１万9,000円ほどの赤字を市が補塡しているため、６万4,000人の市民の命が守られています。

大館市の６年度予算は888億円、２つの市立病院の赤字は12億5,700万円でしかありません。

ＪＲのために大館駅の建設に９億3,000万円も出した上、年1,000万円ほどの維持管理費まで出

し続けるより、市民の命を守るために２つの市立病院の赤字を補塡し続けるべきです。2022年

12月に市立病院では、総合病院と扇田病院が安定した経営と地域に必要な医療を継続するため

にと、東京のＰＷＣコンサルティングという会社に1,397万円で次の業務を委託しました。そ

の内容は、２つの病院の役割と機能の最適化と連携に関する分析、２つの病院の経営分析と将

来の課題の洗い出し、医療圏の医療と介護の需要の試算、病床管理体制の見直しに関する分析、

経営改善策の提案、収支改善策の提案、病院機能の見直しに関する提案などです。ＰＷＣコン

サルティングの内容が令和６年度から９年度の大館市病院事業経営強化プランに含まれている

とのことでしたので見てみましたら、大館市病院事業経営強化プランでは、扇田病院は在宅療

養支援病院として訪問診療と看護を通じ、通院が困難な患者への医療の提供など、地域に密着

した医療の提供に貢献している。そして、扇田病院は大館・鹿角医療圏において、回復期・慢

性期医療を通じた地域医療提供の役割を担ってきた。扇田病院は今後も地域包括ケアシステム
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の在宅療養支援病院として、訪問診療や訪問看護、退院相談体制の充実を図り地域医療の提供

を継続していくと、扇田病院の役割と大切さが書かれていました。しかしながら、病院事業管

理者は赤字を理由に扇田病院を診療所にし、扇田病院の代わりに総合病院が訪問診療や夕やけ

診療などを行うと言っていますが、扇田病院の年間４万人の入院患者と外来患者については触

れていません。１万8,000人の入院患者と２万2,000人の外来患者への対応については触れてい

ません。なぜ触れないかと言うと、６年度から９年度の大館市病院事業経営強化プランの中で、

総合病院は外来患者数の増加が外来業務を逼迫し、医療職の疲労や人件費の増につながり、外

来業務の負荷の軽減が急務となっているから、外来業務の負荷の軽減を進めていくとしていま

す。つまり、扇田病院の２万2,000人の外来患者は引き受けられないとしているからです。ま

た、地域包括ケアシステムについては、総合病院の地域包括ケア病棟は２か月で退院させられ

ます。入院患者にどのような理由があれ、長期入院はできないのです。総合病院は地域包括ケ

アシステムの構築に向けて、地域の特性や周辺医療環境の変化等に対応可能な体制を築くとし

ていますが、構築に向けてや、体制を築く、などの言葉からも、まだ扇田病院のようなケアシ

ステムの体制は整っていないのではと思います。だから、６年度から９年度の大館市病院事業

経営強化プランでは、扇田病院は大館・鹿角医療圏において、回復期・慢性期医療を通じた地

域医療提供の役割を担ってきた。今後も地域包括ケアシステムの在宅医療支援病院として、訪

問診療や訪問看護、退院相談体制の充実を図り、地域医療の提供を継続していくと、病院事業

管理者の考えと異なる方針を示しているのです。つまり、総合病院は扇田病院の２万2,000人

の外来患者を引き受ける状況にはなく、扇田病院のような地域包括ケアシステムも行えない状

況にあるのです。市は、住み慣れた大館で暮らしていくために、市内７か所で、医療と介護と

生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを行うとしていますが、７か所のうち３

か所では、十二所と上川沿地区、旧比内町、二井田と真中地区では、何年も前から扇田病院を

中心に県内でも最高レベルの地域包括ケアシステムが行われています。その中心である扇田病

院が診療所になれば、２万2,000人の外来患者の行き場がなくなり、１万5,000人のケアシステ

ムも崩壊してしまいます。市長は今年の３月、１つ、このまま繰入を続けていくのか、２つ、

扇田病院を無床化・診療所化するのか、３つ、撤退して別の地域医療を考えていくのかについ

ては、議会と相談し方向性を高めていきたいと思っていると話しましたが、その方向性を決め

るのは市長です。方向性は、６万4,000人の市民から選ばれた市長が決めなくてはなりません。

しかし、中にはごちゃごちゃ騒ぐ人もいます。選択を間違えば、将来に禍根を残します。子供

からお年寄りまで安心して暮らせるような医療制度が必要です。６万4,000人の市民の命を守

るため、これからも扇田病院と総合病院の赤字を市費で補塡し続けていくのか否かについての、

市長のお考えをお聞かせください。 

以上です。終わります。（拍手） 

〔26番 佐藤芳忠議員 質問席へ〕 
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〔石田健佑市長 登壇〕 

○市長（石田健佑） ただいまの佐藤芳忠議員の御質問にお答えいたします。 

大項目１点目、扇田病院につきましては、開設者として赤字を理由に廃止するという考えを

持ってはおりません。可能な限り経営改善を図りながら、必要な医療の提供を持続できる機能

や形態を模索しなければならないという認識の下、病院事業管理者との協議を進めているとこ

ろであります。また、扇田病院は医師をはじめ医療人材の確保が困難な状況となっていること、

施設の老朽化が進んでいることから、現状のまま医療機能を維持することは厳しいと判断して

おります。一方総合病院では、急性期病棟や地域包括ケア病棟を活用して慢性期疾患患者の受

入れを柔軟に行うことや、入院期間を含め適切な治療を受けられる体制が既に整っております。

扇田病院の医療機能を見直した場合であっても、両病院が連携することで市立病院としてこれ

までと変わらない役割を十分果たしていくことができると考えております。また、経営面では

病院事業全体において資金不足が大幅に増加し、短期的には先行きが不透明な状況となってお

ります。一般会計からの赤字補塡につきましては、市民サービスを維持するための経費の増加

が今後も見込まれ、市の財政自体が厳しい中でさらなる繰出金の増額は難しいものと捉えてお

ります。市立病院としては、人口減少や患者数の減少、医療・介護需要の変動が見込まれる中

において、地域に求められる医療を提供し続けていくことが最も重要であると考えております。

市では、医療・介護・生活支援を効率的に提供するため、分散型小さな拠点の整備を進めるこ

ととしており、市内全域で持続可能な地域包括ケアシステムの構築を目指しているところであ

ります。地域包括ケアシステムの中で、市立病院の医療機能を中心としながら地域の医療機関

や介護施設と連携する体制の構築を目指すことにより、将来にわたり市民が住み慣れた地域で、

安心・安全な暮らしを続けることができるように取り組んでまいります。最後に、市長として

の私自身の思いを申し上げたいと思います。私も感情的には、今までの病院機能を全て残した

いという気持ちは佐藤芳忠議員、市民の皆様と全く変わりません。しかしながら、近隣自治体

においても病院が縮小し機能を落としていく中で、大館市として病院事業そのものを失わない

ためには、避けては通れない判断を求められる局面があることも現実として受け止めておりま

す。もはやお金を出し続ければ地域医療を守れるという時代ではなくなってきております。だ

からこそ、病院事業の在り方や形を時代の変化に応じて常に見直していくことが必要だと考え

ております。これまでは病院や事業者がそれぞれで担ってきたものを、これからはこの広い大

館全体をカバーするために、各地域と協力しながら医療・介護・生活支援を一体で提供してい

く、そうした新しい仕組みを築いていくことが市民の命と暮らしを守る上で不可欠だと受け止

めております。そして私は、市長として何を守るかではなく、大館市民一人一人をどう守るか

という視点を最も大切にしています。そのために、時代に合わせて変化を続けながら、持続可

能な病院事業と地域包括ケアの体制を整えてまいりたいと考えております。つまり、病院の機

能を失うのではなく、市民一人一人を守り続けるためにその形を変えていくというのが私の基
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本的な考え方です。私は、比内の人はもちろん、田代の人も、釈迦内、花岡、雪沢、二井田、

真中など、全市民の命を守る形をつくりたいと存じます。御理解いただき、共に大館全市民の

命を守るために議論を進めていただけるようお願い申し上げます。 

以上であります。よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○26番（佐藤芳忠） 議長、26番。 
○議長（藤原 明） 26番。 
○26番（佐藤芳忠） ２点について、一問一答でお願いします。まず１点目は、扇田病院が診

療所になればケアシステムはできなくなります。ケアシステムができなくなれば、どうなるか

というと、今、十二所地区、比内地域、二井田・真中地区、この１万5,000人の住民の……

（何事か呼ぶ者あり）議長、ちょっと静粛にお願いできますか。 

○議長（藤原 明） 静粛に願います。 

○26番（佐藤芳忠） １万5,000人のケアシステムが壊れます。壊れれば、それをもう１回や

り直すには莫大なお金がかかります。そして、扇田病院が診療所になれば、総合病院は扇田病

院のようなケアシステムはできません。今現在でも自分の病院に３か月以内しか入院させてい

ない病院が、扇田のように最後まで面倒を見るようなことはできません。そういう体制もでき

ていません。これを考えて、今市長は扇田病院を診療所にするというようなことを言いました

が、こういうのを考え直すという考えはお持ちかどうか伺います。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 
○市長（石田健佑） ただいまの佐藤芳忠議員の再質問にお答えいたします。まず、扇田病院

を診療所化するというお話がありましたけれども、私はまだそれを全く明言もしておりません。

もちろん様々な選択肢として検討しなければならない状況にあるのは変わりはないことであり

ますけれども、現段階でそういった方向性が既に確定しているものはございません。そうした

中で御質問の中に、もし仮に診療所化した場合ケアシステムができなくなる、壊れてしまうと

いうお話がありましたけれども、ここについても今の入院の状況、診療の状況等をしっかりと

ヒアリングしながら、病院事業管理者と共に、もし診療所化した場合にはここの受入体制等が

確保できるのかどうか、しっかりと体制を整えられるかどうかも含めて調査を進めております

し、そこの構築もしております。そのためにも地域医療連携推進法人ということで、このケア

のシステムを守っていくため、各病院と各介護施設とが連携していく仕組みもつくっています

し、今はそういった様々な選択肢を用意している段階にあります。現時点では方向性が確定し

ているわけではないですけれども、大館の広いエリアの中で田代は既に診療所もなくなってお

ります。今後もそうした地域を守っていくために、全域をどうカバーしていくかということを

しっかり考えて進めてまいりたいと思います。さらに、細かな方向性や決算の状況等につきま

しても所管の委員会でしっかり議論を進めさせていただきたいと思います。以上であります。 
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○26番（佐藤芳忠） 議長、26番。 
○議長（藤原 明） 26番。 
○26番（佐藤芳忠） 今の質問の２回目です。まず、私が扇田病院が診療所になるという話を

聞いたのは３月の厚生常任委員会の総括質疑で、病院事業管理者がおっしゃったから私はそう

いうふうに今質問したわけです。それで、市長は扇田病院が潰れてもなくしてもケアシステム

は守ると言いましたが、そのケアシステムを守るというのは、今の扇田病院のように身寄りも

ない一人で暮らせない重病だという高齢者の最期をみとるまで、そういうシステムをつくって

いこうとしているのでしょうか。もしそれが最期まではみとれないというのであれば、それは

もうケアシステムの問題ではないです。どうでしょう。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 
○市長（石田健佑） ただいまの佐藤芳忠議員の再々質問にお答えいたします。身寄りのない

独り身の方を最期まで見きれるのかという話ですけれども、ここについても今入院されている

方、そして診療に来られている方を含め、今までどおりしっかり医療機能としてサービスを提

供できる形というのを模索しているところです。例えば、身寄りがない、ずっと長期で入院し

なければいけないというところについても、もちろん入院という選択肢もありますけれども、

介護施設と連携して介護のほうに切り替えながら状態を見ていくという選択肢も出てきます。

そのためにも地域医療連携推進法人で様々な医療機関、介護施設と連携して、そうした地域の

方々が医療に困らない仕組みをしっかり構築していく。どのような形になるかはまだ定かでは

ないですけれども、もし仮に何かの形を変えていくという場合になっても、市民にとってサー

ビスが低下しないような形でしっかり進めてまいりたいと考えております。以上であります。 

○26番（佐藤芳忠） 議長、26番。 
○議長（藤原 明） 26番。 
○26番（佐藤芳忠） ２つ目の質問です。今介護施設と連携してとお答えになりましたが、そ

れは要するにある程度入院したら介護施設のほうで面倒を見てもらうという考えだと思います

が、市長、今日現在で待機者は234人です。市立病院から出されて235番目になって、何年待た

なければいけないと思います。独り暮らしの重病で歩けない、動けない、そういうお年寄りが、

はい出てください、235人待ってくださいと。大館は今そういう状態にあります。そういう状

態を救っている、助けているのが扇田病院です。だから私はたかが12億5,000万円の市費を出

せば、２つの病院でケアシステムが守れるからそれを出してくださいと言っているわけです。

（何事か呼ぶ者あり）２人とも、もし反論があるのなら質問してください。 

○議長（藤原 明） 静粛に願います。佐藤議員、向こうを向かないでください。包括ケアシ

ステムの再質問ですか。 
○26番（佐藤芳忠） 違います。包括ではなくて、今は市長が退院させても大丈夫だという話
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を…… 

○議長（藤原 明） 大項目の質問ですね。 

○26番（佐藤芳忠） そうです。 

○議長（藤原 明） 大項目についての質問ということで、包括は終わったそうです。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 
○市長（石田健佑） ただいまの佐藤芳忠議員の再質問にお答えいたします。もし仮に病院で

入院されていて介護施設に移行しなければならないとなった場合に、先ほど待機の方が234人

いるというお話がありましたけれども、この場合であれば235人目になるということはないと

思います。患者さんの状況や状態、要介護度によってもその優先順位が変わるからです。です

ので、患者さんが困らない形で移行できる体制というのをしっかり構築してまいります。以上

であります。 

○26番（佐藤芳忠） 議長、26番。 
○議長（藤原 明） 26番。 
○26番（佐藤芳忠） 235番目にはならないというのは理想で、私は235番目のまま、びりのま

ま何年も自宅で他人に面倒を見てもらって、入れないで亡くなった方を知っているから言って

います。だから、本当に安いものなのですよ。888億円の予算があって、12億5,000万円で市民

が安心して暮らせる、ゼロ歳から65歳過ぎまで安心して暮らせると。安いものです。だからそ

この点、お金の使い道を考えて、市民の命を守るために使い道を考えてください。以上。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 
○市長（石田健佑） ただいまの佐藤芳忠議員の再々質問にお答えいたします。予算の話が出

ましたけれども、ここについても先ほど管理者からも答弁申し上げているとおり、今の課題は

お金だけではなくて、病院の建物の課題もありますし、医師をどうやって確保していくかとい

う課題もあります。そんな中、病院を幾つかに分散させて維持していくことが正しいのか、ま

たは１か所にできる限り医療機能を集約させて高度な医療を受けられる体制をとって、二次医

療圏の再編もありましたので、その１つの病院でしっかり全体を見ながら各エリアに診療をし

たり、介護をしたりという拠点を幾つもつくっていく形がいいのか、そこの方向性を我々は

しっかり議論を進めていかなければならないと考えております。これは扇田病院１つの議論で

はなくて、大館市民全体の命を守るための議論だと私は認識しておりますので、この全体を考

えた予算の配分というところにも今後努めてまいりたいと認識しております。以上であります。 

 

 

○18番（田村儀光） 議長、議事進行。 

○議長（藤原 明） 芳忠議員の質問は終わりました。 
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○18番（田村儀光） 市長の答弁を訂正してもらいたいところがある。 

○議長（藤原 明） それはできません。 

○18番（田村儀光） 議事録に残るからうまくないので、直したほうがいいと思っている。 

 

 

○議長（藤原 明） 暫時休憩いたします。 

午後２時54分  休  憩 

 

 

午後２時57分  再  開 

○議長（藤原 明） 再開いたします。 

 次に、花岡有一議員の一般質問を許します。 
〔４番 花岡有一議員 登壇〕（拍手） 

○４番（花岡有一） 令和会の花岡有一です。初めに、このたびの大雨の被害に遭われた皆様

に心よりお見舞いを申し上げます。それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

記録的大雨の被害についてお伺いいたします。８月19日から21日未明にかけて、前線の停滞

によって県内は記録的な大雨に襲われました。地元紙の報道によれば、秋田地方気象台の発表

では降り始めの19日午前６時から21日午前５時までの降水量は北秋田市比立内で218.5ミリ

メートル、大館市で208.5ミリメートル、小坂町藤原で190ミリメートル。そして大館市と小坂

町では観測史上最大の24時間降水量を記録したとのことです。本市では川口や板沢などで田が

冠水し、曲田では農業用ため池ののり面が崩れたり、そのほかにも土砂崩れや国道ののり面の

崩れなどが発生したと報道がありました。自宅の前の道路も、長根山方面から来る流水が側溝

からあふれて川のように流れていました。８月28日の県災害対策本部の発表によれば、19日か

らの大雨による農林水産関係の被害額は36億8,595万円、公共土木施設は県・市町村分を合わ

せて河川52件、道路20件で合計66億2,158万円でした。そこでお伺いいたしますが、本市の被

害の実態はどうなっているのでしょう。農作物の被害や道路などのインフラの被害はどうなっ

ているのか、被害への対応とどのような支援ができるのか、市長のお考えをお伺いいたします。 

次に、健康影響が心配される有機フッ素化合物、いわゆるＰＦＡＳについてお伺いいたしま

す。秋田魁新報によれば、全国から抽出した34か所の下水処理場の下水汚泥を分析したところ、

全ての汚泥からＰＦＡＳが検出されたと京都大学のチームが発表しました。チームは全国約

2,200か所の下水処理場から規模や処理方式、地域分布に偏りがないように34か所を抽出。

2023年に北海道から九州・沖縄までの処理場から半固形状態の下水汚泥を採取し、汚泥中の

ＰＦＯＳなど30種類のＰＦＡＳを調査しました。ＰＦＯＳ濃度の中央値は１グラム当たり5.1

ナノグラムです。ナノは10億分の１だということです。最大値は69ナノグラム、検出は33か所

で、うち21か所では確認されたＰＦＡＳのうちＰＦＯＳの濃度が最も高かったということです。

合計のＰＦＡＳ濃度は最小4.6ナノグラム、最大370ナノグラムでありました。また８月30日の
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地元紙では、秋田県立大学の近藤正准教授や大館市の市民団体ＰＦＡＳと市民の健康を考える

会の笹島貞子代表など４者が、29日に県内の産業廃棄物処分場４か所の周辺から発がん性が指

摘されるＰＦＡＳが検出されたと県に報告するとともに、実態解明と対策を早急に講じるよう

要請したと報道されました。ＰＦＡＳは人工的に作られた有機フッ素化合物ペルフルオロアル

キル化合物とポリフルオロアルキル化合物の総称で、１万種類以上あるとされております。耐

熱性や水・油をはじく特性から布製品や食品包装のほか、航空機用の泡消火剤などに使われて

きましたが、発がん性があると指摘されております。県庁で会見した近藤准教授らは、県民の

健康と安全を守るために実態把握と解明を早急に行ってほしいと訴えました。本市では実態把

握の調査や検査を行っているのでしょうか。また、下水汚泥を原料として作った肥料や土壌改

良剤などを利用する場合は健康リスクがあるとのアメリカ環境保護庁の暫定評価がありますが、

本市の状況はどうなっているのでしょう。お伺いいたします。 

次に、市のコンピューター網の安全性の確保についてお伺いいたします。市では全業務にコ

ンピューターを活用しているほか、比内・田代との通信や選挙投票、国・県との通信にコン

ピューターを活用していると思います。その安全性についてはこれまで十分に留意され、事故

やトラブルが発生していないことは誠に喜ばしいことです。安全性の維持費用は無駄な経費に

見えますが、一旦事故が発生しますと莫大な費用が発生します。安全性の維持には十分に配慮

していると思いますが、サイバー攻撃などで情報の流出などの被害を受けている企業や自治体

がありますので、安全性の確保のため具体的にはどのように取り組んでおられるのかお伺いい

たします。以上でございます。（拍手） 

〔４番 花岡有一議員 質問席へ〕 

〔石田健佑市長 登壇〕 

○市長（石田健佑） ただいまの花岡議員の御質問にお答えいたします。大項目１点目、小項

目１点目及び２点目につきましては、関連がありますので一括してお答え申し上げます。８月

19日からの大雨による被害の状況については、８月29日現在で住家の床下浸水が14棟、非住家

の浸水が４棟となっております。土木関係では市道や河川など67か所の被害で、被害額は１億

1,435万円、農業関係では農地41か所、農業用施設123か所で、被害額は４億247万9,000円、林

野関係では林道161か所で、被害額は9,926万円となっております。その他市有地の被害を含め、

被害総額は６億1,658万9,000円となっており、引き続き調査を進め被害の全容の把握に努めて

まいります。今回の大雨により被災された皆様に対しまして心からお見舞いを申し上げるとと

もに、被災された方々が一日も早く以前の生活に戻れるよう復旧に向けて取り組んでまいりま

す。なお、災害復旧事業に係る費用等の補正予算案につきましては、本定例会に追加提出を予

定しておりますので、よろしく御審議をお願い申し上げます。 

大項目２点目についてであります。国では、下水汚泥を発電用燃料や農業用肥料、建築資材

等として利活用することを推進しております。市の生活排水を処理する秋田県米代川流域下水
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道大館処理センターや県北地区の自治体から発生した汚泥については、川口にある県の汚泥資

源化施設に集められ資源化物として再生し、民間事業者の土壌改良の補助材として活用されて

おります。ＰＦＡＳの人体への影響などについては、国において科学的知見を収集している段

階でありまして、現段階で人体へどのような影響があるかはまだ明確には分かっていない状況

となっております。現在県の処理施設においてＰＦＡＳの検査は行われていないものの、県北

地区の下水汚泥は農業用肥料として利用しておらず、人体に影響を及ぼすものとは考えており

ませんが、今後も国の動向を注視するとともに情報収集に努めてまいります。市の飲み水に使

われている水の水源地は、14地点全てでＰＦＯＳ及びＰＦＯＡを含むＰＦＡＳの検査を実施し

ており、検査結果は全て定量下限値で問題ない値となっております。 

大項目３点目についてであります。本市のコンピュータネットワークは、インターネット系、

個人情報を扱う業務系、一般業務を行う情報系の３層に分離しており、各層の間にはファイア

ウォールや侵入検知システムなどのセキュリティ対策を講じております。さらに全国地方自治

体が共同利用する自治体情報セキュリティクラウドを活用し、外部からの攻撃監視など多様

化・高度化するサイバー攻撃にも対応できる体制となっております。また、個人情報保護やサ

イバー攻撃に関する職員研修を実施し、セキュリティ意識やインシデント対応能力の向上を

図っており、今後も国や県の指針に基づきシステムの安全性の確保に努めてまいります。 

以上であります。よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○４番（花岡有一） 議長、４番。 

○議長（藤原 明） ４番。 

○４番（花岡有一） １点目の大雨災害のことについてお聞きします。今お答えいただいて被

害については分かりました。被害に遭われた方への対応や支援策とかはあるのかないのか、そ

こら辺はいかがでしょうか。 

○市長（石田健佑） 議長。 

○議長（藤原 明） 市長。 

○市長（石田健佑） ただいまの花岡議員の再質問にお答えいたします。どれだけの被害があ

るか、現状を把握するために情報収集に努めているところです。今後被害額が全て出そろった

段階で関連の予算案の提出を予定していますので、随時支援策を講じてまいりたいと思いま

す。個人の住家や土木・農業・林野関係と様々な被害がありますので、それぞれに合わせた形

での補助メニューを創設してまいりたいと考えております。以上であります。 
 

 

○議長（藤原 明） 以上で、本日の一般質問を終わります。 

次の会議は明９月２日午前10時開議といたします。 

本日はこれにて散会いたします。 

午後３時15分  散  会 
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